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令和４年８月 

目黒区教育委員会 

 



点検・評価報告書の作成にあたって 

 

 

 

本報告書は、効果的な教育行政の推進と説明責任を果たすため、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、令和３年度の事務の管理及び

執行状況について点検及び評価を行ったものです。 

目黒区教育委員会は、今後も区民の一人ひとりが生涯にわたって学習がで

き、伝統と文化への理解を深め、健康で充実した人生を送ることができるよう

に、「学び合い成長し合えるまち」の実現を図ってまいります。 

 

 

令和４年８月 

 

                  目黒区教育委員会教育長 

                          関根 義孝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等) 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に委任

された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により事務局職員等に委任さ

れた事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果

に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の

知見の活用を図るものとする。 
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第１ 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２６条の規定に基

づき、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検・評価を

行うこととされています。本区では、目黒区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状

況の点検及び評価の実施方針（平成２０年１１月２７日目黒区教育委員会決定）に基づき実施し

ています。 

 

１ 目黒区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施方針 

平成２０年１１月２７日 目黒区教育委員会決定 

（平成２９年４月３日 一部改正） 

１ 目的  

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２６条の

規定に基づき、目黒区教育委員会（以下「委員会」という。）が自らの権限に属する事

務の管理及び執行の状況の点検及び評価を実施することにより、効果的な教育行政の一

層の推進を図るとともに、区民への説明責任を果たし、区民に信頼される教育行政を推

進する。 

２ 点検及び評価の定義 

点検及び評価は、以下の内容をもって定義づける。 

（１）点検 個々の施策及び事業のこれまでの取組み状況や成果について、とりまとめる

ことをいう。 

（２）評価 個々の施策及び事業についての点検を踏まえ、課題を検討するとともに、今

後の取組みの方向性を示すことをいう。 

３ 点検及び評価の対象 

点検及び評価の対象は、毎年度策定する「教育行政運営方針に基づく重点課題」とす

る。 

４ 点検及び評価の実施 

（１）点検及び評価は、前年度の「教育行政運営方針に基づく重点課題」の進捗状況を総

括するとともに、課題や今後の取組みの方向性を示すものとし、毎年１回実施する。 

（２）点検及び評価にあたっては、教育に関し学識経験を有する者の知見を活用する。 

（３）委員会において点検及び評価を行った後、その結果を取りまとめた報告書を作成す

る。 

５ 議会への報告 

目黒区議会第三回定例会までに区議会議長あて報告書を提出する。 

６ 区民への公表 

  区民への公表は、区議会報告後、区報、ホームページその他の方法により行う。 

７ その他 

  その他、本制度の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。 

 

２ 実施方針４の（２）に規定する学識経験を有する者 

氏 名 所   属 

柳瀬  泰 玉川大学 教師教育リサーチセンター教授 

時田 明子 前東京成徳大学 特任教授 
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第２ 目黒区教育委員会の活動について 

１ 教育委員会の組織 

教育委員会は、区立の幼稚園・小学校・中学校、図書館などの教育機関の設置、管理及び社

会教育その他の教育事務を執行する地方行政機関で、区長が区議会の同意を得て任命した教育

長と４人の委員で構成されています。教育長の任期は３年、委員の任期は４年で、再任も認め

られています。 

                              （令和４年３月３１日現在） 

職名 氏名 任期 

教育長 関 根  義 孝 令和元年１０月１日から令和４年９月３０日まで 

教育長職務代行者 笹 尾  敦 夫 平成３０年１２月１日から令和４年１１月３０日まで 

委員 松村  眞理子 令和元年１２月９日から令和５年１２月８日まで 

委員 川 嶋  春 奈 令和２年１０月１日から令和６年９月３０日まで 

委員 片 山  覚 令和３年１０月１日から令和７年９月３０日まで 

 

 

２ 教育委員会の会議 

   教育行政の基本的な方針の決定や諸問題の解決等の重要案件を処理するために、原則毎週火

曜日に教育委員会定例会を開催するとともに、特に緊急案件を処理するために、教育委員会臨

時会を開催し、付議された事案を審議したほか、諸事項についての意見・情報の交換、業務報

告を受け、教育行政の適正な運営に努めました。 

 

  ○定例会・臨時会の開催回数と議案付議件数  

会議種別 開催回数 付議件数 議案内訳別件数 

定例会 ４４ ３０ 規則関係 ４    区議会議案意見聴取関係 １０

人事関係 ７      財産関係 ０ 

諮問関係 ３     その他  ９ 

 

臨時会 ３ ３ 

計 ４７ ３３ 
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定例会・臨時会の審議・報告内容  

会議名 

開催日 
議事 件      名 

第 1回 

臨時会 

4月 1日 

議案 9 

 

幹部職員の任命について 

 

 

第 12回 

定例会 

4月 6日 

報告 

報告 

報告 

報告 

令和 3年度教育施策説明会（前期）の開催について 

令和 3年度自然宿泊体験教室及び学校独自宿泊事業の実施について 

令和 2年度目黒区立中学校第 3学年の評定状況の調査結果について 

令和 2・3年度青少年委員の欠員補充に係る委嘱について 

第 13回 

定例会 

4月 13日 

報告 

 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

令和 3年度目黒区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価（令和 2年度分）の

実施について 

令和 3年度学校評議員の委嘱について 

春季休業期間明けの幼児・児童・生徒の欠席状況について 

新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の実施に伴う区の基本的な考え方について 

区立学校等の合理的配慮に関する法律相談の実施状況等について 

教育委員会名義の使用承認状況について 

第 14回 

定例会 

4月 20日 

報告 

報告 

報告 

報告 

「学校・園におけるアレルギー疾患への対応の手引」の改定について（案） 

目黒区立八ヶ岳林間学園の臨時休園期間の延長について（新型コロナウイルス感染症拡大防止対応） 

区立中学校における新型コロナウイルス感染症陽性者の発生について（4月 18日時点） 

まん延防止等重点措置の適用に伴う区立学校・園の対応について【令和 3年 4月 16日時点】 

第 15回 

定例会 

4月 27日 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

令和 2年度情報セキュリティ施策に関する取組結果及び令和 3年度情報セキュリティ施策について 

令和 3年度児童生徒数・学級数について 

区立Ａ中学校における新型コロナウイルス感染症陽性者の発生について（4月 23日時点） 

区立Ｂ中学校における新型コロナウイルス感染症陽性者の発生について（4月 22日時点） 

令和 3年度自然宿泊体験教室の見直しについて（新型コロナウイルス感染症拡大防止対応） 

新型コロナウイルス感染症対策の徹底に基づく区立学校・園の教育活動について【令和 3年 4月 26日時点】 

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う区の対応状況について 

令和 3年度研究指定校等の状況について 

教職員の服務事故について 

目黒区生涯学習推進基本構想のあり方及び目黒区生涯学習実施推進計画の改定の進め方について（案） 

第 16回 

定例会 

5月 11日 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

令和 3年度登下校区域防犯カメラの整備について（案） 

学校・保護者間における連絡手段のデジタル化の取組について（案） 

令和 3年度目黒区教職員等の配置状況について 

区立小学校における新型コロナウイルス感染者の発生について 

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言期間の延長に伴う区の対応について 

職員の新型コロナウイルスの感染について 

令和 2年度目黒区めぐろ歴史資料館等の利用状況について 

目黒区めぐろ歴史資料館の臨時休館について 

第 17回 

定例会 

5月 18日 

協議 

報告 

報告 

報告 

目黒区文化財保護審議会委員の委嘱について 

令和 3年度目黒区一般会計補正予算（第 1号）について 

国内交流事業（角田市）及び自然体験講座（気仙沼市）の中止について 

教育委員会名義の使用承認状況について 

第 18回 

定例会 

5月 25日 

議案 10 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

目黒区文化財保護審議会委員の委嘱について 

教育委員会事務局各課の主要課題について 

目黒区教育委員会教育目標及び基本方針の改訂（たたき台）について 

南部・西部地区の区立中学校の統合に向けた進め方について（案） 

令和 3年度自然宿泊体験教室の事業再開等について 

令和 2年度目黒区立学校卒業生の進路状況について 

令和 2年度目黒区立学校におけるいじめの状況について 

令和 2年度目黒区立学校における不登校の状況について 

区立学校における新型コロナウイルス感染者の発生について 

第 19回 

定例会 

6月 1日 

議案 11 

協議 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

令和 3年度目黒区一般会計補正予算（第 1号）（意見聴取） 

目黒区教育委員会教育目標及び基本方針の改訂（案）について 

「めぐろ学校教育プラン」の進捗状況（令和 2年度分）について 

「めぐろ学校教育プラン」改定の進め方について 

令和 3年度児童生徒数・学級数について 

新型コロナウイルス感染症対策に係る 6月以降の区立学校・園の対応について【令和 3年 5月 28日時点】 

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言期間の再延長に伴う区の対応について 

第 20回 

定例会 

6月 8日 

議案 12 

議案 13 

報告 

報告 

報告 

目黒区教育委員会教育目標の改訂について 

目黒区教育委員会基本方針の改訂について 

「目黒区教育の情報化推進計画」の基本的な考え方について 

令和 3年度伝統と文化に関する教育の実施について 

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う区の対応の一部変更の確認について 
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会議名 

開催日 
議事 件      名 

報告 令和 2年度放課後フリークラブの実施結果について 

第 21回 

定例会 

6月 15日 

報告 

報告 

報告 

令和 3年第 2回区議会定例会一般質問通告について 

電子書籍貸出サービスの導入について（案） 

教育委員会名義の使用承認状況について 

第 22回 

定例会 

6月 29日 

協議 

 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

 

報告 

目黒区情報公開・個人情報保護審議会への諮問について（区立小中学校・幼稚園・こども園と保護者等間にお

ける連絡手段のデジタル化に係る個人情報の取扱いについて） 

令和 3年第 2回区議会定例会一般質問の答弁（要旨）について 

令和 3年度小学校第 5学年自然宿泊体験教室（興津・八ヶ岳）の中止について 

区立小学校における新型コロナウイルス感染者の発生について 

職員の新型コロナウイルス感染者の発生について 

新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の実施に伴う区の対応の確認について 

令和 2年度目黒区立学校における体罰等の実態把握調査の結果について 

東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会における学校連携観戦への区立学校・園の参加の中止につい

て 

令和 3年度目黒区立中学校における部活動の状況について 

第 23回 

定例会 

7月 6日 

報告 

議案 14  

 

協議 

報告 

報告 

報告 

区立中学校生徒の事故について 

目黒区情報公開・個人情報保護審議会への諮問について（区立小中学校・幼稚園・こども園と保護者等間にお

ける連絡手段のデジタル化に係る個人情報の取扱いについて） 

目黒区教育委員会いじめ問題対策委員会委員の委嘱について 

令和 3年度教育施策説明会（前期）の実施結果について 

区立小学校における新型コロナウイルス感染者の発生について 

新型コロナウイルスワクチン接種会場の使用期間延長について 

第 24回 

定例会 

7月 13日 

議案 15 

報告 

報告 

報告 

報告 

目黒区教育委員会いじめ問題対策委員会委員の委嘱について 

令和 3年度目黒区一般会計補正予算（第 3号）について 

区立小学校における新型コロナウイルス感染者発生に伴う今後の対応について 

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の再発令に伴う区の対応について 

教育委員会名義の使用承認状況について 

第 25回 

定例会 

7月 20日 

報告 

 

報告 

報告 

令和 3年度目黒区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価（令和 2年度分）報告

書（素案）について 

目黒区立学校・園熱中症対策ガイドラインについて 

目黒区立八ヶ岳林間学園の臨時休園について 

第 26回 

定例会 

7月 27日 

協議 

協議 

報告 

報告 

報告 

報告 

令和 4年度使用目黒区立小学校教科用図書の採択及び令和 4年度使用目黒区立中学校教科用図書の採択について 

令和 4年度使用目黒区立学校特別支援学級教科用図書の採択について 

令和 3年度目黒区一般会計補正予算（第 3号）の内示について 

通学路における合同点検の実施について 

令和 4年度隣接中学校希望入学制度の実施について 

区立小学校における新型コロナウイルス感染者の発生について 

第 27回 

定例会 

8月 3日 

議案 16 

議案 17 

報告 

 

報告 

報告 

令和 4年度使用目黒区立小学校教科用図書の採択及び令和 4年度使用目黒区立中学校教科用図書の採択について 

令和 4年度使用目黒区立学校特別支援学級教科用図書の採択について 

令和 3年度目黒区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価（令和 2年度分）報告

書（案）について 

令和 3年度目黒区学力調査実施結果の概要について 

就学支援委員会審議結果の誤送付について 

第 28回 

定例会 

8月 10日 

協議 

 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

 

報告 

令和 3年度目黒区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価（令和 2年度分）報告

書（案）について 

区立中学校の統合方針改定素案（たたき台）について 

区立小学校における新型コロナウイルス感染者の発生について 

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言期間の延長に伴う区の対応について 

職員の新型コロナウイルス感染者の発生について（Ａ小学校） 

職員の新型コロナウイルス感染者の発生について（Ｂ小学校） 

学校開放事業及び目黒区立学校施設使用条例に基づく学校施設使用の一部中止について（新型コロナウイルス

感染症拡大防止対応） 

教育委員会名義の使用承認状況について 

第 29回 

定例会 

8月 24日 

議案 18 

議案 19 

議案 20 

 

報告 

報告 

報告 

報告 

令和 3年度目黒区一般会計補正予算（第 3号）（意見聴取） 

令和 2年度目黒区一般会計歳入歳出決算の認定について（意見聴取） 

令和 3年度目黒区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価（令和 2年度分）につ

いて 

区立中学校の統合方針改定素案について 

今後の学校施設更新の進め方について（案） 

区立学校における新型コロナウイルス感染者の発生について 

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言期間の再延長に伴う区の対応について 
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会議名 

開催日 
議事 件      名 

第 30回 

定例会 

8月 31日 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

令和 3年第 3回区議会定例会一般質問通告について 

区立中学校の統合方針改定案について 

夏季休業期間明けの幼児・児童・生徒の欠席状況について 

令和 3年度夏季休業中における教育活動等及び教員研修の実施状況について 

区立学校等における新型コロナウイルス感染者の発生について 

第 31回 

定例会 

9月 7日 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

令和 4年 1月実施の「成人の日のつどい」について（案） 

「めぐろ学校教育プラン」改定素案（骨子案）について 

令和 3年度全国学力・学習状況調査結果について 

目黒区立中学校における夏季休業中の英語教育事業実施結果について 

子ども教室の新規開設について 

令和 4年 4月のランランひろば開設に向けた取組について 

八雲中央図書館の臨時休館及び目黒区めぐろ区民キャンパス付帯駐車場の臨時休業について 

区立学校における新型コロナウイルス感染者の発生について 

第 32回 

定例会 

9月 21日 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

令和 3年第 3回区議会定例会一般質問の答弁（要旨）について 

学校版めぐろグリーンアクションプログラムの終了について 

令和 3年度目黒区立中学校連合体育大会の中止について 

区立学校における新型コロナウイルス感染者の発生について 

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言期間の再延長に伴う区の対応について 

教育委員会名義の使用承認状況について 

第 2回 

臨時会 

10月 1日 

 議席の決定について 

教育長職務代行者の指名について 

第 33回 

定例会 

10月 5日 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

「めぐろ学校教育プラン」改定素案（たたき台）について 

令和 3年度教育施策説明会（後期）の実施について 

令和 3年度自然宿泊体験教室の開始について 

令和 5年 4月以降開設の小学校内学童保育クラブ整備及び運営の取組について（案） 

令和 3年度東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査の結果について 

区立学校等における新型コロナウイルス感染者の発生について 

新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言に伴う区の対応について 

第 34回 

定例会 

10月 12日 

報告 

報告 

報告 

報告 

令和 3年第 3回区議会定例会中の決算特別委員会での教育委員会に係る質問の答弁（要旨）について 

令和 4年度区立幼稚園及びこども園の園児募集について 

目黒区立図書館の臨時休館について 

教育委員会名義の使用承認状況について 

第 35回 

定例会 

10月 19日 

報告 

報告 

報告 

「めぐろ学校教育プラン」改定素案（案）について 

ＭＥＧＵＲＯスマートスクール・アクションプラン（教育情報化推進計画）素案（案）について 

新型コロナウイルスワクチン接種に係る集団接種会場について 

第 36回 

定例会 

10月 26日 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

区立学校におけるいじめの発生について 

目黒区基本計画素案について 

目黒区実施計画素案について 

令和 4年度隣接中学校希望入学制度申込結果（中間集計）について 

東京都におけるリバウンド防止措置の期間終了に伴う区の対応について 

「目黒区生涯学習実施推進計画」改定素案（案）について 

第 37回 

定例会 

11月 2日 

報告 

報告 

報告 

報告 

「めぐろ学校教育プラン」改定素案（案）について 

ＭＥＧＵＲＯスマートスクール・アクションプラン（教育情報化推進計画）素案（案）について 

令和 3年度前期目黒区立学校におけるいじめの状況について 

令和 3年度前期目黒区立学校における不登校の状況について 

第 38回 

定例会 

11月 9日 

報告 

報告 

令和 3年度いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議の実施について 

教育委員会名義の使用承認状況について 

第 39回 

定例会 

11月 16日 

報告 

報告 

令和 3年第 4回区議会定例会一般質問通告について 

令和 4年度当初予算に係る主な要求項目について 

第 3回 

臨時会 

11月 24日 

議案 21 

議案 22 

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（意見聴取） 

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例（意見聴取） 

第 40回 

定例会 

11月 30日 

報告 

 

報告 

令和 4年度目黒区立小・中学校及び幼稚園・こども園教育課程の基本方針及び教育課程編成・実施の留意事項

（基本的な考え方）について（案） 

新型コロナウイルスワクチン接種に係る追加接種（3回目接種）について 

第 41回 

定例会 

12月 7日 

報告 

報告 

報告 

報告 

令和 3年第 4回区議会定例会一般質問の答弁（要旨）について 

令和 3年度目黒区一般会計補正予算（第 4号・第 5号）について 

区立中学校の統合方針改定案の修正について 

令和 4年度隣接中学校希望入学制度の申込結果について 
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会議名 

開催日 
議事 件      名 

報告 

報告 

令和 3年度公立小中学校教員公募について 

国内交流事業（角田市小学生受入）の中止について（新型コロナウイルス感染症拡大防止対応） 

第 42回 

定例会 

12月 14日 

協議 

報告 

報告 

区立中学校の統合方針の改定について 

令和 3年度目黒区手をつなぐ親の会と教育委員会の懇談会の実施結果について 

教育委員会名義の使用承認状況について 

第 43回 

定例会 

12月 21日 

議案 23 

報告 

報告 

区立中学校の統合方針の改定について 

「学校・園防災マニュアル【改定版】」の修正案について 

令和 3年度小・中学校卒業式祝辞について 

第 44回 

定例会 

12月 28日 

報告 

報告 

令和 4年度組織改正（第 1次）及び職員数内内示について 

令和 3年度小・中学校卒業式祝辞について 

第 1回 

定例会 

1月 11日 

協議 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

令和 4年度使用目黒区立学校特別支援学級教科用図書の再採択について 

令和 4年度目黒区一般会計当初予算原案について 

目黒区学校施設更新設計標準について（案） 

区立小中学校におけるプール整備の検討の進め方について（案） 

令和 3年度小・中学校卒業式祝辞について 

令和 3年度いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議の実施結果について 

令和 3年度目黒区立学校授業スペシャリスト表彰について 

区立学校における新型コロナウイルス感染者の発生について 

令和 4年 1月実施の「成人の日のつどい」実施結果について 

第 2回 

定例会 

1月 18日 

議案 1 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

令和 4年度使用目黒区立学校特別支援学級教科用図書の再採択について 

通学路における合同点検の実施結果について 

令和 4年度以降の児童生徒数・学級数の推計等について 

令和 3年度小・中学校卒業式祝辞について 

目黒区児童・生徒の情報端末等の使用に関する指針の策定について 

よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケート（ｈｙｐｅｒ－ＱＵ）の実施結果について 

冬季休業期間明けの幼児・児童・生徒の欠席状況について 

区立学校における新型コロナウイルス感染者の発生について 

新型コロナウイルスワクチン接種に係る集団接種会場について 

教育委員会名義の使用承認状況について 

第 3回 

定例会 

1月 25日 

協議 

 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

目黒区情報公開・個人情報保護審議会への諮問について（ＧＩＧＡスクール構想実現システムの幼稚園・こ

ども園への利用拡大に伴う個人情報の取扱いについて） 

令和 3年度目黒区教育委員会児童生徒表彰について 

めぐろ学校教育プラン改定案（案）について 

令和 3年度教育施策説明会（後期）の実施結果について 

ＭＥＧＵＲＯスマートスクール・アクションプラン案（案）について 

令和 3年度小・中学校卒業式祝辞について 

令和 3年度目黒区立学校・園における学校・園評価アンケートの実施結果等について 

「目黒区生涯学習実施推進計画」改定案（案）について 

新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の実施を踏まえた区の対応の基本的考え方について 

区立学校における新型コロナウイルス感染者の発生について 

第 4回 

定例会 

2月 1日 

議案 2 

議案 3 

議案 4 

議案 5 

議案 6 

 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例（意見聴取） 

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例（意見聴取） 

令和 3年度目黒区一般会計補正予算（第 5号）（意見聴取） 

令和 4年度目黒区一般会計予算（意見聴取） 

目黒区情報公開・個人情報保護審議会への諮問について（ＧＩＧＡスクール構想実現システムの幼稚園・こ

ども園への利用拡大に伴う個人情報の取扱いについて） 

目黒区基本計画案について 

目黒区実施計画案について 

令和 4年度教育行政運営方針（素案）について（案） 

令和 3年度英語 4技能検定試験結果の概要について 

令和 4年度めぐろシティカレッジについて 

令和 4年度社会教育館・緑が丘文化会館・青少年プラザの年間事業計画（案）について 

区立学校等における新型コロナウイルス感染者の発生について 

第 5回 

定例会 

2月 8日 

議案 7 

報告 

教育管理職の任命に関する内申について 

区立学校等における新型コロナウイルス感染者の発生について 

第 6回 

定例会 

2月 15日 

議案 8 

報告 

報告 

報告 

報告 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（意見聴取） 

令和 4年第 1回区議会定例会質問通告について 

令和 4年度教育行政運営方針（素案）について 

令和 3年度区主催教員等研修の実施状況及び令和 4年度実施計画（案）について 

区立学校等における新型コロナウイルス感染者の発生について 
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会議名 

開催日 
議事 件      名 

第 7回 

定例会 

2月 22日 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

令和 4年度教育行政運営方針（案）について 

統合新校の開校に向けた協議組織の設置について 

令和 4年度区立幼稚園及びこども園の入園申込状況等について 

「目黒区学校・園給食摂取基準」の見直しについて 

子ども教室の新規開設について 

区立学校等における新型コロナウイルス感染者の発生について 

新型コロナウイルスワクチン接種に係る集団接種会場について 

第 8回 

定例会 

3月 8日 

議案 9 

協議 

 

協議 

協議 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

目黒区公立幼稚園教育管理職の任命について 

目黒区情報公開・個人情報保護審議会への諮問について（図書館情報システム、電子図書館システム及び閲

覧席予約システムの連携に伴う個人情報の取扱いについて） 

めぐろ学校教育プランの改定について 

ＭＥＧＵＲＯスマートスクール・アクションプランの策定について 

令和 4年第 1回区議会定例会代表質問・一般質問の答弁（要旨）について 

令和 4年度児童生徒数・学級数の推計について 

令和 3年度伝統と文化に関する教育の実施結果について 

区立学校等における新型コロナウイルス感染者の発生について 

保育等関係者及び福祉施設従事者等への接種について 

集団接種会場における 3回目接種予約枠の世田谷区民への公開について 

教育委員会名義の使用承認状況について 

第 9回 

定例会 

3月 15日 

議案 10 

議案 11 

議案 12 

協議 

報告 

教育管理職の任命に関する内申について 

めぐろ学校教育プランの改定について 

ＭＥＧＵＲＯスマートスクール・アクションプランの策定について 

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正について 

区立学校等における新型コロナウイルス感染者の発生状況について 

第 10回 

定例会 

3月 22日 

議案 13 

議案 14 

 

協議 

協議 

協議 

報告 

報告 

報告 

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

目黒区情報公開・個人情報保護審議会への諮問について（図書館情報システム、電子図書館システム及び閲

覧席予約システムの運用一体化に伴う業務委託範囲の拡大及び外部結合について） 

目黒区教育委員会事務局組織規則の一部改正について 

聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部改正について 

目黒区個人番号の利用に関する条例施行規則の一部改正について 

令和 4年度学校経営方針のプレゼンテーションについて（案） 

学校・園における働き方改革の進め方について 

区立学校等における新型コロナウイルス感染者の発生状況について 

第 11回 

定例会 

3月 29日 

議案 15 

議案 16 

議案 17 

議案 18 

報告 

報告 

報告 

報告 

目黒区教育委員会事務従事幹部職員の異動について 

目黒区教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 

聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の一部を改正する規則 

目黒区個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

令和 4年第 1回区議会定例会中の予算特別委員会での教育委員会に係る質問の答弁（要旨）について 

区立学校等の合理的配慮に関する法律相談の実施状況及び令和 4年度実施予定について 

令和 4年度めぐろ歴史資料館の企画展等について 

区立学校等における新型コロナウイルス感染者の発生状況について 
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第３ 令和３年度教育行政運営方針重点課題の点検及び評価について 

   重点課題に対応した個々の実施策について、教育委員会各課が作成した点検・評価票に基づ

き、学識経験者とヒアリングを行った上で、点検・評価結果としてまとめました。 

次ページ以降、重点課題ごとに令和３年度の取組状況、点検・評価結果、今後の方向性等

（拡充・継続・見直し・縮小・終了）を記述するとともに、点検・評価結果について次の基準

により３段階で示しています。 

１ 点検・評価の基準 

   点検・評価の基準は次のとおりとする。 

Ａ：実施策の進捗が計画どおりできており、一定の成果が得られた。 

Ｂ：実施策の進捗がおおむね計画どおりできているが、更に取組の強化が必要である。 

Ｃ：実施策の進捗が計画どおりできておらず、改善の余地がある。 

 

２ 点検・評価結果の総括表

 

  

番号 中項目

１　子どもの「生きる力」をはぐくむ学校教育の推進 15 4 0 19
１－１ 資質・能力をはぐくむ指導の充実 (p.11～） 5 1 0 6

１－２ 人権教育の充実  (p.14） 1 0 0 1

１－３ 児童虐待の早期発見・早期対応の推進  (p.14） 1 0 0 1

１－４ いじめの防止等の取組の推進 (p.15） 2 0 0 2

１－５ 不登校等への対応の取組の推進  (p.16） 1 1 0 2

１－６ 体験学習の実施  (p.17） 1 0 0 1

１－７ 体力向上に向けた取組の推進、健康教育の推進  (p.17～） 1 1 0 2

１－８ 食育の推進 (p.18～） 3 0 0 3

１－９ オリンピック・パラリンピック教育の推進  (p.19） 0 1 0 1

２　学校の教育活動を支える環境整備の推進 14 3 0 17
２－１ 教員の資質・能力の向上 (p.21） 2 0 0 2

２－２ 特別支援教育の推進 (p.22～） 3 1 0 4

２－３ 就学前施設・小学校・中学校間の連携・交流の強化 (p.23～） 1 1 0 2

２－４ 部活動の充実  (p.24） 0 1 0 1

２－５ 学校のICT環境整備  (p.25） 2 0 0 2

２－６ 校舎の改築等の推進、学習・生活環境の改善  (p.26） 3 0 0 3

２－７ 区立中学校の適正規模の確保と適正配置の推進（p.27） 1 0 0 1

２－８ 学校における働き方改革の推進（p.27） 2 0 0 2

３　子どもの安全・安心の確保 3 5 0 8
３－１ 感染症対策の実施 (p.28） 1 0 0 1

３－２ 家庭・地域の協力による安全対策  (p.29） 1 1 0 2

３－３ 生活安全教育の推進と安全体制の確保  (p.30～） 1 2 0 3

３－４ 防災教育の推進  (p.31） 0 1 0 1

３－５ 学校施設の活用による放課後事業の充実 (p.32） 0 1 0 1

４　生涯学習の推進 6 3 0 9
４－１ 生き生きと学び合える生涯学習事業の推進  (p.33） 1 0 0 1

４－２ 青少年健全育成事業の実施  (p.34） 0 1 0 1

４－３ 家庭教育を支援する事業の実施  (p.34） 0 1 0 1

４－４ 文化財を活用した啓発・普及事業の実施  (p.35） 2 0 0 2

４－５ 図書館サービスの充実 (p.36～） 3 1 0 4

　　　　総　　計 38 15 0 53

計
重点課題名

Ａ Ｂ Ｃ
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重点課題 1 子どもの「生きる力」をはぐくむ学校教育の推進 

【施策の方向性】 

１ 資質・能力をはぐくむ指導の充実 
ＧＩＧＡスクールにおける児童・生徒１人１台の情報端末を組織的・計画的に授業等で活用するとともに、学習指

導要領で示された「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け、児童・生徒一人ひとりの実態を把握し、指導内
容や指導方法の工夫・改善に取り組む。 
また、学校以外の施設等を利用した英語によるコミュニケーションの機会を図るとともに、小学校からの系統的

な外国語教育の伸長状況を測定する検定試験を実施する。 
 

２ 人権教育の充実 
コロナに関連した人権侵害を含む、差別や偏見、いじめをなくすために、教職員の人権意識の更なる向上を図

るとともに、「特別の教科 道徳」はもとより、教育活動全体を通して、幼児・児童・生徒の発達段階に即した人権
教育に取り組む。 
また、性的指向及び性自認による困難を抱えている幼児・児童・生徒が各学校（園）に一定程度在籍しているこ

とを前提として、「『性的指向及び性自認に基づく困難等の解消に向けた対応指針』に基づく目黒区立学校・園
における対応マニュアル」を踏まえた対応の充実を図る。 

 
３ 児童虐待の早期発見・早期対応の推進 

児童虐待防止法に基づき、対策を確実に実施するため、教職員研修を充実するとともに、関係機関との連携を
密にして、「児童虐待防止マニュアル」を踏まえた児童虐待の早期発見・早期対応を推進する。 

 
４ いじめの防止等の取組の推進 

いじめはどこでも、誰にでも起こりうる問題であり、同時に重大な人権侵害であるという認識のもと、「目黒区いじ
め防止対策推進条例」「目黒区いじめ防止基本方針」に基づき、いじめを許さない強い姿勢で、いじめの防止等
の対策を総合的・効果的に推進する。 
また、コロナに起因するいじめを防止するため、児童・生徒が感染症に関する正しい知識を基に、適切な行動

がとれるよう、発達段階に応じた指導の充実を図る。 
 

５ 不登校等への対応の取組の推進 
学業の不振による不登校の未然防止のための学習支援を行うとともに、児童・生徒の悩みや不安に寄り添える

よう、学校における教育相談機能を充実する。 
 

６ 体験学習の実施 
自然や地域の特性を生かした活動内容を充実させ、自然や生命を尊重する心や他人への思いやりのある心を

はぐくむとともに、自立の精神、社会性・協調性や規範意識を醸成する教育活動を推進する。 
 

７ 体力向上に向けた取組の推進、健康教育の推進 
児童・生徒が生涯にわたって心身ともに健康・安全で活力ある生活を営むことができるよう、児童・生徒の体力

向上や生活・運動習慣の改善に向けた取組を進める。 
 

８ 食育の推進 
食に関する知識と望ましい食習慣を身に付けるよう、「学校（園）における食育指針」に基づく指導を行うととも

に、成長期にある児童・生徒の心身の健全な発達のため、栄養バランスのとれた豊かな学校給食を提供する。ま
た、食物アレルギー対策を徹底する。 

 
９ オリンピック・パラリンピック教育の推進 

スポーツによる心身の調和的発達、オリンピック・パラリンピックの役割の理解、障害者理解の促進、ボランティ
ア活動や伝統・文化に関する教育、国際理解教育などを進め、オリンピック・パラリンピック教育を推進する。 

 

 

 



11 

重点課題１ 子どもの「生きる力」をはぐくむ学校教育の推進 各実施策の点検・評価結果 

1－1 資質・能力をはぐくむ指導の充実 

1-1-1 ＧＩＧＡスクールの推進 

学習活動の一層の充実を図るため、情報端末を活用して、いつでも、どこでも、だれとでも、自分に合った

方法で学習を進めることができるよう、１人１台の情報端末の組織的・計画的な活用の推進を図る。 

連番号 

１ 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

情報端末等の利用の指針の策定及び

「情報モラルモデルカリキュラム」の改

訂、「目黒区 学習用情報端末活用スキル 

ステップアップシート」の作成等を行っ

た。 

教員のＩＣＴ活用能力の実態や課題に

応じたＩＣＴ活用推進研修を実施し、Ｉ

ＣＴ活用指導力の向上を図った。 

各小・中学校の代表者で構成されるＩ

ＣＴ活用推進委員会を計６回開催し、Ｉ

ＣＴ機器を活用した好事例や課題等の共

有、情報端末活用事例集（目黒区授業改善

の手引き～情報端末の利活用編（素案）

～）の検討を行った。 

ＩＣＴ活用推進委員会で学校間にお

ける学習用情報端末の活用状況や効果

的な活用方法について情報交換を行う

ことができ、各学校のＩＣＴを活用し

た創意工夫ある教育活動の推進につな

がった。 

令和３年度は、小・中学校で３～４

校の「学校情報化優良校（※）」の認

定を取得することを目指して取り組ん

だ結果、１０校が認定された。 

※学校情報化優良校 

日本教育工学協会(JAET)により認定

される、教育の情報化に総合的に取り

組み、情報化によって教育の質の向上

を実現している学校 

引き続き、教員向けのＩＣＴ活用研

修の実施や、ＩＣＴ活用推進委員会に

おける情報端末活用事例集（目黒区授

業改善の手引き～情報端末の利活用編

～）の内容の充実、効果的な指導事例

の共有等を通して、各学校のＩＣＴを

活用した授業改善を推進する。 

また、令和４年度内に全区立小・中

学校が｢学校情報化優良校｣に認定され

ることを目標とし、各学校における教

育の情報化の推進を図る。 

1-1-2 区独自の学力調査の実施・活用 

児童・生徒の学力向上のため、区独自の学力調査を実施し、学力の定着状況を把握・分析する。また、各

学校では学力調査結果をもとに学習集団を意識した授業づくりに向け、区作成の授業改善の手引書を用い

て「授業改善プラン」を作成し、指導方法の工夫・改善を図る。 

連番号 

２ 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

区独自の学力調査を実施した。各学校

では、目黒区学力調査結果を基に、「目黒

区授業改善の手引き～学力調査活用編

～」を活用しながら「授業改善プラン」を

作成し、指導方法の工夫・改善を図った。 

＜目黒区学力調査実施状況＞ 

■実施期間 

４月２０日（火） 

■調査内容と実施教科 

［共通］ 

教科の学習に関する調査、意識調査 

［小学校］ 

第２・３学年（国語・算数） 

第４・５学年（国語・算数・理科） 

第６学年 

（国語・社会・算数・理科・英語） 

［中学校］ 

第１学年（国語・社会・数学・理科） 

第２・３学年 

（国語・社会・数学・理科・英語） 

小学校、中学校ともに、全教科で平

均正答率は目標値を上回っており、学

習指導要領の内容が概ね身に付いてい

ることが確認された。 

例年、学力の定着を課題としている

理科の達成率は、令和２年度と比較し

て、小学校第５学年で１３．５ポイン

ト、第６学年で２．１ポイント上昇し

たが、学年が上がるにつれ、「知識・

技能」の観点や「活用」の視点におい

て二極化が進んでいることから、「知

識・技能」の確実な定着を図る場面や、

既習事項を活用する場面を設定するな

ど、授業改善を図る必要がある。 

｢目黒区授業改善の手引き～学力調

査活用編～（改訂版）（令和４年３月）｣

の説明動画を通して、目黒区学力調査

結果の活用方法を教員に周知し、授業

改善を図る。 

また、理科については、学力調査に

よって課題があった学習内容を中心

に、「理科指導者研修」を実施し、教

員の指導技術を高める。 
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1-1-3 カリキュラム・マネジメントの推進 

学校の教育目標の実現に向けて、教育課程（カリキュラム）の編成・実施・評価・改善のＰＤＣＡサイクルを

確立し、計画的・組織的に推進する。小学校については、午前５時間制の実施校を段階的に拡大していくな

ど、学校における学びや生活の質を高めるためのカリキュラム・マネジメントの工夫・改善を図る。 

連番号 

３ 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

児童の学びや生活の質の向上を図るた

め、学校教育法施行規則第５１条の規定

によらず、１単位時間を４０分とし、午前

５時間制の実施を通して、創意工夫ある

教育課程、各教科等の指導方法、適切な授

業時数の在り方について研究開発を行っ

た。 

研究開発学校（１５校）では、校長のリ

ーダーシップの下、全教職員が関わり「学

校グランドデザイン」を策定した。 

また、ワーキンググループ（９教科）に

おいては、令和２年度から取り組んだ年

間指導計画、単元デザインのポイント、４

０分授業デザインのポイントの６学年分

の作成が終わり、学習用情報端末から教

員が授業改善に活用できるようにした。 

＜研究開発学校推進状況＞ 

■運営指導委員会（年３回） 

■運営連絡会（年５回） 

■推進委員会（年６回） 

■研究開発学校の日（年３回） 

■研究開発学校ワーキンググループ 

（年３回のほか随時開催） 

研究開発学校では、児童の学びや生

活の質の向上を図るため、 

・学習の集中と弛緩による４０分授業

午前５時間制の実施 

・生み出された時間を生かした学校独

自の創意工夫ある教育活動の実施 

・指導内容の精選と重点化、指導計画

の見直し 

・１単位時間の指導の改善と充実 

に取り組んだ。 

区学力調査結果や意識調査結果にお

ける経年比較では、学力偏差値や肯定

的な回答の割合が上昇傾向にあり、一

定の成果を確認することができた。 

令和４年度は、年３回の「研究開発

学校の日」に、研究開発学校（１５校）

が令和５年度研究発表会に向けた事前

発表会を行う。   

また、令和５年度（研究最終年度）

は、４０分授業午前５時間制を生かし

た創意工夫ある教育課程を提言し、研

究発表会を通して、全国に発信してい

く。 

1-1-4 ゲストティーチャーの活用 

各学校・園で学習のねらいに応じて専門的な知識技能をもつ地域の方などの外部人材をゲストティーチャ

ーとして活用し、魅力ある教育活動の推進を図る。 

連番号 

４ 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

道徳教育、人権教育、安全指導、進路指

導等で外部人材をゲストティーチャーと

して学校に招へいし、多様な学習を展開

した。 

また、オリンピック・パラリンピック教

育の一環として、オリンピアン・パラリン

ピアン等をゲストティーチャーとして活

用した教育活動を行った。 

新型コロナ感染症拡大に伴い、計画

どおりに実施できないこともあった

が、感染症対策を講じての実施や、オ

ンラインでの実施により、実施校数を

増やすことができた。 

開かれた学校づくりに向けた取組を

さらに進めるため、感染症対策を講じ

つつ、引き続き、外部人材の活用を図

る。 

東京２０２０大会の灯火を照らし続

ける取組として、オリンピアン・パラ

リンピアンを学校に招へいするなど、

「学校２０２０レガシー」（オリンピ

ック・パラリンピック教育を東京２０

２０大会以降も長く続けていく教育活

動）を継続していく。 
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1-1-5 英語によるコミュニケーション機会の実施 

英語によるコミュニケーション能力、英語・異文化理解に対する興味・関心の向上を図るよう、中学生及び

小学校第６学年児童を対象に体験型英語学習施設「TOKYO GLOBAL GATEWAY」を活用した日帰り体験

型英語学習事業を実施する。 

大鳥中学校は、イングリッシュキャンプを継続実施する。 

連番号 

５ 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

＜イングリッシュキャンプ＞ 

新型コロナ感染症拡大防止のため、八

ヶ岳林間学園での宿泊ではなく、大鳥中

学校の校内で３日間連続のプログラムに

より実施した。 

＜日帰り体験型英語学習事業＞ 

イングリッシュスピーカーが案内役

（エージェント）となり、グループで話し

合いながらニュース番組を作ったり、東

京の魅力を紹介したりするプログラムを

行った。 

■小学校 

２２校実施 

■中学校  

大鳥中学校を除く中学校８校の希望す

る生徒を対象に実施 

イングリッシュキャンプでは６～７

名の小集団に１人のＡＬＴを配置して

活動したことから、生徒一人ひとりの

英語を話す機会を十分に確保すること

ができた。３日間のプログラムをとお

して、積極的に英語を話そうとする意

欲の向上につながった。 

日帰り体験型英語学習事業は、児童・

生徒７人程度の小集団に１人のイング

リッシュスピーカーがついて活動した

ことから、児童・生徒一人ひとりが英

語を話す機会を得られ、様々な体験型

のプログラムを通して、積極的に英語

を話そうとする意欲や英語に対する興

味・関心の向上につながった。 

イングリッシュキャンプについて

は、感染症対策を講じて、八ヶ岳林間

学園での宿泊により実施する。イング

リッシュキャンプを大鳥中学校以外の

生徒にも対象を拡大して実施すること

については、令和４年度の中学校外国

語教育推進委員会で検討する。 

日帰り体験型英語学習事業は、引き

続き感染症対策を講じて実施する。 

1-1-6 英語４技能検定の実施 

英語教育の推進状況を把握し、指導内容の工夫や生徒の学習の振り返りに活用するため、中学校第２学

年を対象にした英語４技能テスト（聞く・読む・話す・書く）を実施して、生徒の英語能力の伸長状況を検証す

る。 

連番号 

６ 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

中学校第２学年生徒を対象に英語４技

能検定を全中学校で実施した。 

検定結果を活用した授業改善を図るこ

とができるようにするため、各中学校の

外国語科教員を対象に、英語４技能検定

結果の活用に向けた研修を実施した。 

教員は、検定結果の教師用帳票から

指導の成果や課題、今後強化すべき点

を把握することができた。  

生徒は、検定結果の生徒用帳票に記

載されている英語４技能のスコア及び

ＣＥＦＲ－Ｊ、スキルＵＰアドバイス

から自身の学習状況や課題を把握する

ことができた。 

中学校外国語教育推進委員会を新た

に設置し、委員会の中で英語４技能検

定の活用に関する担当教員悉皆の研修

会を行った。 

引き続き、中学校第２学年生徒を対

象に英語４技能検定を実施する。 

中学校外国語教育推進委員会におい

て、英語４技能検定結果の効果的な活

用について検討する。 
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1－２ 人権教育の充実 

1-2 人権教育推進校事業の実施 

学校・園において、人権尊重の理念を定着させ、あらゆる偏見や差別の解消を目指すとともに人権教育の

質的向上を図るため、目黒区人権教育推進校による実践等を進める。 

連番号 

７ 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

「目黒区人権教育推進校」の指定２年

目となる学校では事例報告会（鷹番小学

校、第一中学校）及び公開授業（鷹番小学

校）を動画配信により行った。新たに、原

町小学校・緑ヶ丘小学校を「目黒区人権教

育推進校」に指定した。 

人権課題「性同一性障害者」「性的指

向」、「子供」（特に「生命（いのち）の

安全教育」）を重点課題とし、指導内容例

や実践例、人権教育推進委員会だより第

３１号（令和４年３月）にまとめ、各学校・

園に周知した。 

 「目黒区人権教育推進校」の事例報告

及び公開授業への参加を人権教育研修

として実施し、人権教育上の課題につ

いて理解を深め、各学校における人権

教育の具体的な推進の在り方について

学ぶ機会となった。 

引き続き、「性自認」「性的指向」

「子供」（特に「生命（いのち）の安

全教育」）を重点課題として、人権教

育推進校において実践に取り組み、令

和４年度中に、仮称「目黒区版『性の

多様性』を尊重した人権教育及び『生

命（いのち）の安全教育』を通した人

権教育の手引」を作成し、各学校・園

に周知する。 

また、令和４年度は、学習用情報端

末ｉＰａｄ貸与の状況から、「インタ

ーネットによる人権侵害」も重点課題

に加えて取り組む。 

人権教育推進校２年目となる原町小学

校・緑ヶ丘小学校において、公開授業

を実施する。 

 

１－３ 児童虐待の早期発見・早期対応の推進 

1-3 児童虐待の早期発見・早期対応の徹底に向けた取組の強化 

「児童虐待防止マニュアル」に基づく対応を全教職員に徹底するとともに、学校と子ども家庭支援センター

等との情報連携の強化を図る。また、教職員の児童虐待防止への意識を高め、児童虐待防止に関する各学

校の取組の徹底に向けた研修の充実を図る。 

連番号 

８ 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

児童虐待に関する e ラーニングによる

全教員悉皆研修（「人権課題」、「虐待防

止」）や教育相談初級研修「虐待・ネグレ

クトへの対応」を実施することで、教職員

の虐待防止に対する意識を高めることが

できた。 

教育相談初級研修では、「虐待・ネグ

レクトを受けている子どもの理解と支

援～学校(園)での対応のヒント」をテ

ーマに講義・演習を行い、児童虐待防止

に関する学校での取組の徹底に向けた

研修の充実を図ることができた。   

虐待が疑われる事案発生について

は、速やかに子ども家庭支援センター

と連携したり、学校へ連携を促す助言

を行ったりすることができた。 

児童虐待防止に関する全教員悉皆研

修を継続し、教職員の児童虐待防止へ

の意識を高めるとともに、学校の取組

の充実を図っていく。 

継続して、長期休業明けの児童等の

出席状況や、７日連続欠席や累計１３

日以上の欠席の状況把握等を随時行

い、虐待が疑われる児童等の早期発見・

早期対応を行う。 

また、行政機関進行管理会議での情

報共有等、児童相談所や子ども家庭支

援センター、スクールカウンセラーや

スクールソーシャルワーカー等との連

携をさらに強化し、対応していく。 
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１－４ いじめの防止等の取組の推進 

１-４-1 学校・関係機関の連携による組織的な対応 

「目黒区いじめ防止対策推進条例」「目黒区いじめ防止基本方針」に基づき設置した組織を活用して関係

機関と連携しながら、いじめの防止等の対策を効果的に推進する。 

各学校では「学校いじめ防止基本方針」に沿って、計画的、組織的にいじめの状況把握及びいじめに関

する研修を行い、保護者と連携を図りながら、いじめの早期発見・早期解決に努めるとともに、関係機関の職

員や専門家により組織する学校サポートチームを活用するなどして、いじめの防止等の取組体制の一層の強

化を図る。 

連番号 

９ 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

目黒区いじめ問題対策連絡協議会を年

２回開催し、本区のいじめ防止の取組や

いじめの状況を共有するとともに、関係

機関との連携について共通理解を図るこ

とができた。また、目黒区教育委員会いじ

め問題対策委員会を、年２回開催し（内１

回は新型コロナ感染症対策に伴う緊急事

態宣言等のため書面会議）、重大事態の対

応について協議することができた。 

また、いじめ問題の早期対応を一層推

進するため、令和３年度目黒区健全育成

推進委員会で作成した「『いじめ』の早期

対応（実践編）」を、区立小・中学校全教

員に配付し、各学校・園の校内研修の充実

を図るよう促した。 

目黒区教育委員会いじめ問題対策委

員会では、区立学校のいじめ問題への

取組や対応について協議し、改善を図

ることができた。 

各学校では、教員研修冊子「目黒区

立学校・園 いじめ問題対策」等を活

用し、年３回以上のいじめに関する校

内研修を実施するとともに、「学校い

じめ防止基本方針」に沿って、いじめ

の状況把握を行い、保護者への理解や

協力を得ながら、いじめの早期発見・

早期解決に努めることができた。 

令和４年度も引き続き、新型コロナ

感染症対策を図りながら、目黒区いじ

め問題対策連絡協議会を年２回、目黒

区教育委員会いじめ問題対策委員会を

年３回開催する。 

また、「学習用情報端末等によるい

じめ防止啓発資料（仮）」、「子ども

のストレス対処法事例集」の作成及び

配付、研修等を行い、各学校が組織的

な対応を通して、いじめの認知率及び

解消率の向上に努められるようにす

る。 

１-４-2 「よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケート」の実施 

いじめや不登校の未然防止、解消のため、「よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケート」を全小・中

学校で実施し、一人ひとりの様子や学級の状態を把握する。アンケート結果をもとに、各学校で指導方針を

立て、豊かな人間関係のある学級づくりを進める。 

連番号 

10 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

区立小・中学校の全児童・生徒を対象

に、「よりよい学校生活と友達づくりのた

めのアンケート」を実施した。 

また、生活指導主任会では、リーフレッ

ト「よりよい学校生活と友達づくりのた

めのアンケート分析・活用」を活用した事

例紹介や、講師（ＮＰＯ日本教育カウンセ

ラー協会）による研修会を実施した。 

各学校では、生活指導主任会で行っ

た研修会の還元研修等を通して、本調

査の分析・活用についての理解を深め

ることができた。 

そのため、観察法だけでは把握しづ

らい要支援群等の児童・生徒を、客観

的な調査結果を基に把握し、学級経営

改善や効果的な個別支援のための資料

に活用することができた。 

引き続き、本調査を計画的に実施し、

効果的な活用方法について情報共有を

行う。 

全教職員が本調査の分析・活用につ

いて理解を深め、組織的に学級・学年

経営等に生かしていく。 
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１－５ 不登校等への対応の取組の推進 

１-5-1 ｅラーニングを活用した学習支援事業の充実 

学習のつまずきによる不登校の未然防止、長期欠席状態にある児童・生徒への学習支援のために導入し

てきたｅラーニングを、児童・生徒１人１台に整備された情報端末においても使用可能とすることで子どもたち

の学びを最大限保障する。 

連番号 

11 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

区立学校の全児童・生徒にｅラーニン

グのＩＤを付与した。 

児童・生徒の取組内容や学習履歴を基

にした自動作問機能や、教員から児童・生

徒に対して個別に助言できる連絡機能を

加え、個別最適な学びをさらに推進した。 

また、副校長を対象に活用方法につい

て研修を行った。 

全児童・生徒をｅラーニングシステ

ムに登録し、全小・中学校やめぐろエ

ミールにてｅラーニングを活用するこ

とが可能となった。 

ｅラーニングシステムを不登校対応

を主として活用している学校は、小学

校７校、中学校４校となっているため、

引き続き各学校に不登校対応としての

活用について啓発していく。 

１-５-2 教育相談体制の充実 

不登校の未然防止、幼児・児童・生徒の健全育成推進のため、スクールカウンセラーを全校（園）へ派遣す

る。また、スクールソーシャルワーカーは、より専門的な支援が必要なケースに対応するとともに、関係機関と

の連携の一層の強化を図り、児童・生徒の不登校等の課題解決に向けて学校や保護者等への支援にあた

る。 

連番号 

12 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

各小・中学校へのスクールカウンセラ

ーの派遣人数の拡充として、令和２年度

に臨時で配置した都費スクールカウンセ

ラー３人を今年度も継続配置し、区費ス

クールカウンセラーに関しては、２人増

員し、きめ細かな支援を行った。 

＜スクールカウンセラー＞ 

■幼稚園・こども園、小・中学校 

延べ相談回数 ２６，１５８回 

＜スクールソーシャルワーカー＞ 

■支援対象児童・生徒数 ９６人 

■訪問等回数 １，９７１回 

＜夏の子ども電話相談＞ 

■開設期間 ８月２１日～２４日 

新型コロナ感染症の影響により不安

を抱えた児童・生徒が増加したため、

スクールカウンセラーの相談回数は前

年度より増加した。 

学校評価については、５段階評価で

４．０６となり目標値の３．９を上回

った。 

スクールソーシャルワーカーについ

ては、４人体制が定着し訪問等の回数

が前年度と比べ２８０回増加した。 

学校評価については、５段階評価で

３．８９となり、前年度評価を上回っ

たものの目標値の３．９にわずかに届

かなかった。 

引き続き不登校等の未然防止に向け

た学校への支援のため、スクールカウ

ンセラーの派遣を継続する。 

また、スクールソーシャルワーカー

の派遣についても継続し、学校・家庭・

関係機関との連携を図り、児童・生徒・

保護者に直接的・間接的に援助し困難

事例等の解決に努める。 
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1－６ 体験学習の実施 

1-6 自然宿泊体験教室事業の実施 

自然や生命を尊重する心や他人への思いやりのある心を育てるため、安全面を留意しつつ、自然や地域

の特性を生かした活動内容の一層の充実を図り、子どもたちの自立性、社会性の向上に努める。 

連番号 

13 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

新型コロナ感染症の影響が長期化し、全

学年の実施が困難となったことから、小学

校第６学年及び中学校第１学年を優先学

年と位置づけ、全校実施した。 

[小学校] 

興津自然宿泊体験教室        １７校 

八ヶ岳自然宿泊体験教室       ４校 

友好都市における自然宿泊体験教室３校

※特別支援学級合同は１校として計上 

※気仙沼は教育交流の継続性を踏まえ

第５学年対象であったが１校のみ実施 

[中学校] 

八ヶ岳自然宿泊体験教室       １校 

八ヶ岳自然宿泊体験教室（冬季）  ７校 

友好都市における自然宿泊体験教室１校

自然宿泊体験教室を中止とした小学校 

第４学年、第５学年は全２２校が自然宿泊 

体験教室の代替日帰り行事を実施した。  

新型コロナ感染症の影響が長期化し

したことで、全学年の実施が困難とな

ったことから、小学校第６学年及び中

学校第１学年を優先学年と位置づけ、

実施期間の延長や、民間施設の活用な

ど、全校実施に向けた取組を行った。 

また、感染対策として学園施設の感

染対策用品の設置のほか、移動用バス

の増台配車も合わせて実施した。 

なお、自然宿泊体験教室を中止とし

た小学校第４学年、第５学年について

は、各校実施の日帰り校外学習を自然

宿泊体験教室の代替事業とし、移動に

要するバス借上げ経費を区で負担し

た。 

児童・生徒、また保護者が安心でき

るよう、学園施設をはじめ、感染対策

に関する環境整備に取り組むととも

に、大規模校については、民間施設の

活用を行う。 

令和４年度に交流校である気仙沼市

立大島中学校が学校統合されることか

ら、自然宿泊体験教室を通じた交流活

動の在り方について、教育指導課と連

携して検討する。 

角田市についても、令和４年度から

市内小学校の統廃合が順次行われるた

め、動向を見極めながら、引き続き、

自然宿泊体験教室の再開に向けた検討

を行う。 

 

１－７ 体力向上に向けた取組の推進、健康教育の推進 

１-７-1 めぐろ ここカラダ月間の実施 

「めぐろ ここカラダ月間」を設定し、「めぐろ ここカラダシート」等の活用を通して、家庭と連携しながら幼稚

園・こども園年長から中学校第３学年までの系統的な健康の保持増進及び体力向上に努める。 

連番号 

14 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

令和２年度から「めぐろ ここカラダ

月間」を年に３回設定し、子どもたちが自

分自身の運動時間や生活習慣を振り返る

ことができる「めぐろ ここカラダシー

ト（令和元年度作成）」を全小・中学校、

幼稚園・こども園で活用することと併せ

て、家庭との連携を図りながら、健康の保

持増進及び体力向上に努めた。 

令和３年度体力向上推進委員会では、

「めぐろ ここカラダシート」に掲載す

る内容を検討するとともに、一部デジタ

ル化し、児童・生徒自身が入力すること

で、自己の体力の変化を視覚的に分かり

やすく経年比較できるようにした。 

令和３年度体力向上推進委員会にお

いて、各学校・園における「めぐろ こ

こカラダシート」の活用状況を確認し、

改訂作業を行った。 

また、学習用情報端末で自身の体力

向上を経年比較できるよう、東京都統

一体力テストの結果を記録できるスプ

レッドシートを作成した。 

令和４年度以降は、これらの取組（手

だて）の成果等を検証する必要がある。 

令和３年度に作成した動画コンテン

ツや、生活習慣振り返りシート、東京

都統一体力テストの結果を記録するス

プレッドシートを活用するとともに、

東京都教育委員会から「令和４年度

Tokyo スポーツライフ推進指定地区」

の指定を受け、コオーディネーション

トレーニング等を取り入れた活動に取

り組むことで、さらなる体力向上を目

指す。 
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１-7-2 健康課題改善に向けた事業の実施 

学校健康トレーナー（６人）を全小学校へ定期的に派遣するとともに、健康課題（肥満・体力不足等）をもつ

児童を対象に「めぐろ元気あっぷ教室」を開催し、課題の改善に取り組む。 

また、学校健康トレーナーによる健康相談、食育推進指導員（管理栄養士）による栄養相談、小児生活習

慣病専門医による講演・相談事業等を行う。 

連番号 

15 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

学校健康トレーナー６人を小学校へ定

期的に派遣し、肥満やぜん息、アレルギ

ー、体力不足等の健康課題のある児童の

課題改善に向けて、運動支援や運動観察

などを行うとともに、教職員と連携して、

相談・指導（運動プログラムや生活改善プ

ログラムの提供等）を実施した。 

「コア体操」「リズム体操」の動画配信

を行うとともに、「元気あっぷ教室」を全

１１コースで、それぞれ年１０回実施し

た。 

参加者アンケートにより「変化を感

じた」回答割合が令和２年度の６８％

から８７％に増加した。新型コロナ感

染症対応で実施回数は計画よりも１回

減少したが、そうした状況下でも健康

教育の推進に向けて積極的に教職員と

の連携を図り、学校健康トレーナーを

定期的に学校に派遣することで児童の

状況把握によりきめ細かな対応を図る

ことができた。 

また、「めぐろ元気あっぷ教室」全

体の満足度は、「満足した」「やや満

足した」の合計で９４％と高い評価を

得ており、児童の健康課題改善に向け

て取り組むことができた。 

児童・保護者からの意見や要望等を

踏まえながら「めぐろ元気あっぷ教室」

の内容の充実を図っていく。 

 

1－8 食育の推進 

1-8-1 食育の取組の充実 

「学校（園）における食育指針」や新たに作成したマニュアルに基づき、学校、こども園、幼稚園での食育の

推進を図るとともに、家庭や地域が食に関する認識を深め、学校と連携した食育の推進に資するよう努める。 

連番号 

16 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

「学校（園）における食育指針」に基づ

き、食育リーダー研修の実施、学校給食に

おける地元産大根の活用により各校・園

における食育の推進に努めた。 

また、食育実践事例集「みんな大好き学

校給食」を９７冊販売した。 

令和４年１月２２日から２８日まで、

パネル展示「みんな大好き学校給食」を実

施し、地域に向け、学校給食及び食育につ

いての啓発を行った。 

各教科や道徳など教育活動、地場産

物を活用した給食の実施、学校ホーム

ページや給食だより、パネル展示等に

よる家庭への啓発などを通して「学校

（園）における食育指針」に基づく食

育推進を図ることができた。 

また、学習用情報端末を活用し、新

たな食育の取組を行うことができた。 

なお、試食会、招待給食については、

新型コロナ感染症防止対策のため、実

施できなかった。 

「学校（園）における食育指針」の、

マニュアルを見直し、学校・園がより

活用しやすいものとする。 

また、食育実践事例集の販売やパネ

ル展示「みんな大好き学校給食」実施

による一般区民への啓発を通してさら

なる食育を推進する。 

1-8-2 特別給食の実施 

オリンピック･パラリンピック教育の観点を踏まえ、世界の料理や日本の郷土料理など食文化の伝承を図る

ため、小・中学校で実施している特別給食に係る食材費の公費負担（年８回分）を行う。 

連番号 

17 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

伝統文化を継承することの大切さを理

解し親しむための日本の行事にちなんだ

行事食や友好都市を含めた郷土料理、国

際理解を深めるための世界の料理などを

献立に取り入れた。 

特別給食の実施回数を年７回から年

８回に増やすことに伴い、食材費の支

給（公費負担）も併せて拡充した。東

京２０２０大会に合わせ、世界の料理

や郷土料理を献立に取り入れ、学校給

食を活用した食育を行うことができ

た。 

児童、生徒が伝統的な食文化に親し

み、それを継承することの大切さを理

解するよう、日本の行事にちなんだ行

事食や友好都市も含めた各地の郷土料

理、国際理解を深めるための世界の料

理などを取り入れた特別給食を引き続

き実施していく。 
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1-8-3 食物アレルギー対策の徹底 

食物アレルギーをもつ児童・生徒への安全な学校給食の提供に取り組むとともに、アレルギー症状を発症

した場合には適切かつ迅速に対応できるように、対応マニュアルの周知徹底や緊急時に備えた訓練をはじ

め実践的な研修の実施を徹底する。 

連番号 

18 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

「学校におけるアレルギー疾患への対

応の手引」(平成２３年２月策定)、「学校

給食における除去食提供マニュアル」（平

成２６年４月策定）に基づき、学校・園に

おける食物アレルギー対応を進めた。 

また、教職員による校内研修の実施や

東京都教育員会等が主催する研修の受講

など、実践的な知識や対処法等の習得に

努めた。 

「学校におけるアレルギー疾患への対

応の手引」と「学校給食における除去食提

供マニュアル」を「学校・園におけるアレ

ルギー疾患の対応の手引」として令和３

年６月に改定し、令和４年度の幼児・児

童・生徒へ適用することとした。 

「学校におけるアレルギー疾患への

対応の手引」(平成２３年２月策定)、

「学校給食における除去食提供マニュ

アル」（平成２６年４月策定）等を活

用するとともに、研修の受講等により、

実践的な知識や対処法等を習得し、食

物アレルギー対応への取組に生かすこ

とができた。 

令和３年６月に改定した「学校・園

におけるアレルギー疾患の対応の手

引」について、養護教諭・栄養教諭・

学校栄養職員への説明を行った。 

学校・園、保護者、教育委員会が連

携し、より安全な給食提供に取り組ん

でいく。 

また、「学校・園におけるアレルギ

ー疾患への対応の手引」の周知徹底、

緊急時に備えた訓練や実践的な研修を

実施するなど、学校・園における対策

に引き続き取り組んでいく。 

「学校・園におけるアレルギー疾患

への対応の手引」改定後、実際の対応

から、その内容が適切であるか検証し、

必要に応じ修正を加え、より実態に即

したものとしていく。 

 

1－9 オリンピック・パラリンピック教育の推進 

1-9 オリンピック・パラリンピック教育の推進 

幼児・児童・生徒がスポーツにより心身の調和的発達を遂げ、オリンピック・パラリンピックの歴史・意義や国

際親善、障害者理解の促進、ボランティア活動など、その果たす役割を正しく理解し、我が国と世界の国々の

歴史・文化・習慣などを学び、間接的・直接的に交流することを通して国際理解を深めるよう、年間３５時間程

度を目安に全校・園でオリンピック・パラリンピック教育を推進する。 

全年長児・児童・生徒一人ひとりの心にかけがえのない記憶となる貴重な機会をするため、オリンピック・パ

ラリンピック競技を観戦する。 

連番号 

19 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

教育課程の編成に関する指導・助言を

通して、各校では、オリンピック・パラリ

ンピック教育を各教科等の年間指導計画

に位置付け、実施した。 

東京２０２０オリンピック・パラリン

ピック競技大会における学校連携観戦へ

の参加については、新型コロナ感染症や

熱中症対応の観点から、幼児・児童・生徒

の安全・安心を第一に考えて中止し、各学

校・園では、学校連携観戦の代替の取組を

工夫して実施した。 

学校連携観戦への参加は中止となっ

たが、各学校・園では、代替の取組を

実施するとともに、オリンピック・パ

ラリンピック教育の年間指導計画に基

づき、各教科等において、小・中学校

の全学年で３５単位時間以上の「４×

４の取組」を実施することができた。 

オリンピック・パラリンピック教育

を東京２０２０オリンピック・パラリ

ンピック競技大会までの一過性のもの

とせず、各学校・園が、共生社会の実

現に向けて、家庭や地域等と連携を図

りながら、東京２０２０大会以降も長

く続けていく教育活動「学校２０２０

レガシー」に取り組む。 

オリンピアン・パラリンピアン招へ

いの報償費については、区の予算で対

応する。 
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重点課題２ 学校の教育活動を支える環境整備の推進 

【施策の方向性】 
１ 教員の資質・能力の向上 

日常的に学び合う校内研修や、自ら課題をもって自律的、主体的に行う研修を通じて、教員一人ひとりが教育
課題に対する理解と認識を深め、授業力や指導力、対応力などの資質・能力を高める。また、特別支援教育の
視点をもった指導・支援ができる教員を育成する。 

 
2 特別支援教育の推進 

心のバリアフリーの推進、一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援の充実、保護者や関係機関等との連
携による支援体制の充実等、「特別支援教育推進計画（第四次）」に掲げる施策を総合的に推進し、特別支援
教育のさらなる充実を図る。 

 
3 就学前施設・小学校・中学校間の連携・交流の強化 

子どもの学びの連続性を意識し、就学前施設と小学校が連携した活動を進めるなど幼児教育と小学校教育の
円滑な接続を図るとともに、中１ギャップ等の課題解消や一人ひとりの能力を引き出し高めるため、一貫性のある
指導方法や指導内容による義務教育９年間を見通した系統的・継続的な教育活動を推進する。 

 
4 部活動の充実 

部活動をさらに活力あるものにするため、学校における働き方改革の視点を踏まえ、部活動指導員・外部指導
員の確保と活用を図る。また、「目黒区立学校に係る部活動の方針」に基づき、適切な活動時間や休養日を設
定するとともに、生徒自らの適性や興味・関心をより深く追求する指導を充実する。 

 
５ 学校の ICT環境整備 

ＩＣＴ機器やネットワーク等の環境改善、デジタル教科書等デジタルコンテンツの拡充、ＩＣＴを活用した教員の
指導力の向上等、ハード・ソフト・人材育成を計画的に推進するため、「目黒区教育の情報化推進計画（仮称）」
を策定する。 

 
６ 校舎の改築等の推進、学習・生活環境の改善 

「目黒区学校施設更新計画」に基づいた計画的な更新に向けて、学校施設の設計標準の策定など、具体的な
取組を進める。 

また、児童・生徒の学習環境、生活環境の維持・向上のための改修を計画的に実施するとともに、老朽化によ
り冷房能力が低下している空調設備を更新する。 

 
７ 区立中学校の適正規模の確保と適正配置の推進 

南部・西部地区の区立中学校の統合に向けて、統合の対象となっている４校（第七・第八・第九・第十一中学
校）を２校程度とするため、具体的な統合実施策をとりまとめ、統合方針を改定する。 

 
８ 学校における働き方改革の推進 

教職員一人ひとりが勤務時間を意識した働き方を進めるとともに、業務の適正化、副校長・教員の負担軽減を
図るため、「目黒区立学校（園）における働き方改革実行プログラム」の取組を総合的に推進していく。 
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重点課題２ 学校の教育活動を支える環境整備の推進 各実施策の点検・評価結果 

2－１ 教員の資質・能力の向上 

2-1-1 学校を拠点とした教員人材育成の実施 

学校教育における質の高い学びを実現し、子どもたちにこれからの時代に必要となる資質・能力をはぐくむ

ため、「主体的・対話的で深い学び」の視点に基づく授業改善やＩＣＴ機器の活用に関する研修など今日的な

教育課題を取り入れた研修を実施する。教員の多忙化に配慮しながら研修の在り方の改善を通して、教員の

資質・能力の向上を図る。 

連番号 

20 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

若手教員研修（９回）と中堅教諭等資質

向上研修Ⅰ（４回）、主任教諭研修（１回）

主幹教諭研修（２回）において、オンライ

ン研修やｅラーニングと集合型研修を組

み合わせたブレンド型研修を実施するこ

とを通して、教員が学校を離れる時間を

縮減した。 

人権教育研修など、新型コロナ感染症

拡大防止の観点から、ＩＣＴ機器を活用

し、年度途中に集合型から、所属校等にお

ける研修や動画視聴研修へ代替し、研修

を継続させた。 

区学力調査の新たな評価方式に対応し

て、「授業改善の手引き～学力調査活用編

～」を作成した。 

講義は所属校でｅラーニングやオン

ラインにより受講し、協議や演習は集

合型研修で受講するブレンド型研修を

進めることで、研修にかかる出張時間

を短縮することができた。 

また、全教員に貸与した学習用情報

端末に研修資料を保存することで、教

員が、いつでもどこでも必要な資料を

閲覧できるようにして、利便性を高め

た。 

令和２年度に作成した学習指導要領

に対応した指導資料「現代的な諸課題

に関する教科等横断的な教育推進資

料」を、区主催研修等で活用した。 

学校から離れる時間を最小限に抑え

たり、新型コロナ感染症拡大防止の取

組を図ったりしながら、研修を着実に

実施する。 

また、「授業改善の手引き～学力調

査活用編～」を研修や目黒区教育開発

指定校における研究等において活用

し、授業改善の取組を行う。 

2-1-2 特別支援教育の視点をもつ教員の育成 

全ての教員が特別支援教育の視点をもち、児童・生徒一人ひとりの課題に応じた指導が行えるように、大

学等の学識経験者による授業観察・指導助言の活用や、特別支援学級の担任や特別支援教室の巡回指導

教員、通常の学級の教員を対象とする特別支援教育研修や講演を実施する。 

連番号 

21 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

特別支援教育研修を伝達還元研修とし

て実施した。また、新型コロナ感染症の影

響があったが、期日を延期したり、オンラ

イン開催にしたりする等、開催時期や方

法を工夫し、実施することができた。 

＜特別支援教育に係る教員研修＞ 

■特別支援教育研修（３講座） 

■特別支援学級研修（５講座） 

■教育相談初級研修（７講座） 

各校における伝達還元研修実施率

は、目標値９５％のところ９９.０％と

なり、達成している。 

小学校に自閉症・情緒障害特別支援

学級を設置したことから、特別支援学

級研修についても、新たに「自閉症・

情緒障害」のカテゴリーを設置し、教

員の専門性向上を図ることができた。 

各校・園における伝達還元研修の実

施率１００％を目指す。また、研修を

受講した受講者同士による情報交換、

伝達内容の確認の時間を研修時間内に

設定し、伝達内容の充実を図る。 

特別支援教室の運営ガイドラインが

令和３年３月に発行され、特別支援教

室の運営方法も変更となる点が出てく

ることから、特別支援教室の自立活動

の指導についての研修を行う。 
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2－2 特別支援教育の推進 

2-2-1 心のバリアフリーの推進 

教職員、児童・生徒、保護者・区民への特別支援教育に関する理解啓発を継続的に実施するとともに、交

流及び共同学習の充実、特別支援学校在籍の児童・生徒の副籍交流の充実を図る。 

連番号 

22 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

鷹番小学校を交流及び共同学習重点支

援校とし、毎月１回、指導主事を派遣して

授業実施の支援を行った。（令和３年５月

～令和４年３月、各月１回程度、計９回） 

令和２年度の碑小学校の取組を、特別支

援学級設置校長会及び特別支援学級主任

会で成果発表を行い、交流及び共同学習の

理解啓発を行った。 

特別支援学校在籍の児童・生徒との直接

交流（小・中計３校）と間接交流（小・中

計２２校）を実施した。 

鷹番小学校において交流及び共同学

習に関する研修を積み重ねることで、

交流及び共同学習の意義や交流及び共

同学習支援員の役割などについて改め

て確認するなど、教職員への理解啓発

につなげるごとができた。 

特別支援教育コーディネーター連絡

会や特別支援学級主任会で、副籍交流

の充実について啓発を図ることができ

た。 

鷹番小学校特別支援学級担任が中心

となって、「交流及び共同学習」の研

究の成果を他の特別支援学級に普及し

ていく取組を通して、特別支援教育に

関する理解啓発を図るとともに「交流

及び共同学習」を推進する。 

今後も特別支援学校在籍の児童・生

徒との副籍交流に継続して取り組んで

いく。 

2-2-2 特別支援教育支援員の配置による支援の充実 

通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童・生徒への生活面や学習面への支援を行うため、特

別支援教育支援員の配置時間を拡充する。 

連番号 

23 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

特別支援教育主任専門員及び教育相談

員が学校への巡回訪問を実施し、特別支

援教育支援員の適切な配置を行った。 

特別支援教育支援員の資質・能力向上

のための研修を行った。 

＜特別支援教育支援員配置執行実績＞ 

■令和３年度  

対象 ８１７人 

配置 ７５，８４９時間 

通常の学級に在籍する特別な支援を

必要とする児童・生徒に対して、学習

面、生活面での支援を行うことができ

た。 

新型コロナ感染症対策の観点から、

オンライン配信・講義映像を収録した

ＤＶＤの配付など、映像を使った研修

を実施し、特別支援教育支援員の資質・

能力向上のための研修の充実を図るこ

とができた。 

引き続き、学校での行動観察を通し

て、児童・生徒の状態を的確に把握し、

対象児童・生徒が学校生活上、必要と

する支援が受けられるよう、特別支援

教育支援員の適切な配置を行ってい

く。 

研修の内容を充実させ、支援員の資

質・能力の向上を図る。 

2-2-3 医療的ケア指導医及び看護師の配置 

小・中学校での医療的ケア実施についての助言等を得るため医療的ケア指導医１名を配置して学校等に

派遣する。また、医療的ケアを安全かつ適切に実施するとともに、必要とする児童・生徒の増加に対応するた

め、学校へ看護師を配置する。 

連番号 

24 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

学校及び保護者と協議を行い、学校が

実施する医療的ケアに関して主治医等医

療機関との連携体制を構築し、学校への

看護師の配置を行った。 

令和２年度から医療的ケア指導医を１

人配置した。 

＜看護師の配置状況＞ 

■派遣看護師     ２人 

■会計年度任用看護師 ３人 

医療的ケア指導医の助言を得ること

によって、安定した医療的ケアの提供

につながった。 

新型コロナ感染症の影響もあり、学

校等への医療的ケア指導医の派遣回数

は１回であったが、メール・電話等で

助言・指導を受けた。 

医療的ケア指導医は、学校への直接

派遣だけでなく、特別支援学級（肢体

不自由）の就学支援委員会への出席や、

マニュアル作成時の助言など、多方面

での取組を行うようにする。 

看護師は、配置方法を検討しながら、

医療的ケアを必要とする児童・生徒に

適切に配置する。 
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2-2-4 小学校就学前ガイダンスの実施 

医療・教育・心理の専門家が幼稚園、こども園、保育園等を訪問し、教職員や保護者からの相談を受け助

言する小学校就学前ガイダンスを実施し、早期からの支援や就学先を考える機会とする。 

連番号 

25 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

区立幼稚園・こども園、私立幼稚園、認

可保育所・認証保育所を対象として利用

希望をとり、医師・心理・教育の専門家が

訪問して観察・面談・助言を行った。 

＜小学校就学前ガイダンス実施状況＞ 

■実施時期 ６月～２月 

■実施園数 ５５園 

〔内訳〕 

区立幼稚園１園・こども園２園、私立幼

稚園１０園、公立保育園８園、私立保育

園３３園、認証保育所１園 

■対象園児数 ８９人 

〔内訳〕３歳児１７人、４歳児２６人、

５歳児４６人 

■訪問回数 延べ６４回 

多くの園で実施できるよう申込方法

を見直した結果、前年度と比較して、

小学校就学前ガイダンスの実施園を１

６園増やすことができた。 

引き続き、利用する園・園児数の増

加に向けて、幅広く周知を図るととも

に、基礎調査票の事前提出を徹底する

等事業の円滑化に取り組む。 

 

2－３ 就学前施設・小学校・中学校間の連携・交流の強化 

2-3-１ 幼稚園、こども園、保育園等と小学校との円滑な接続 

５歳児が円滑に小学校生活や学習へ適応できるよう工夫された「アプローチカリキュラム」、新１年生が小学

校生活に慣れることができるよう弾力的に編成された「スタートカリキュラム」を実施し、幼児教育から小学校教

育への円滑な接続を図る。 

また、公私立の小学校就学前施設と小学校の合同研修会や幼児と児童の交流など連携した活動を進め

る。 

連番号 

26 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

小学校就学前教育研修を実施し、区立

幼稚園、各こども園、各小学校の教諭及び

私立保育園等の保育士等が受講した。     

また区立幼稚園、こども園、小学校にお

いて、「授業改善の手引き」を基に、アプ

ローチカリキュラム、スタートカリキュ

ラムを実施した。 

区立幼稚園・こども園と近隣小学校と

で、幼小連携の取組を行った。 

小学校就学前教育研修を実施したと

ころ、内容理解について、目標を達成

した。 

「授業改善の手引」を基に、全小学

校、幼稚園、こども園においてアプロ

ーチカリキュラム、スタートカリキュ

ラムを実施し、小学校第１学年児童が

円滑に学校生活を送ることができるよ

うにした。 

区立幼稚園・こども園と近隣小学校

とで実践したオンラインを含む幼小連

携の取組を実践事例集としてまとめ、

各小学校・園に周知することができた。 

小学校就学前教育研修を通して、幼

稚園・こども園におけるアプローチカ

リキュラム及び小学校におけるスター

トカリキュラムへの理解を深めること

ができるようにする。 

区立幼稚園・こども園と近隣小学校

の幼児・児童の交流、授業研究や公開

保育、協議会を通した教員同士の連携

の取組を充実させ、双方の指導力の向

上を図る。 

幼小連携実践事例集の作成を継続

し、オンラインを含めた効果的な幼小

連携の実践について各小学校・園に周

知していく。 
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2-３-２ 小学校・中学校間の連携・交流の強化 

児童・生徒の生きる力をはぐくむため、「小・中連携子ども育成プラン」に基づき、小・中学校が連携した教

育活動を進める。 

連番号 

27 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

小・中連携の日を全中学校区で年３回

以上設定した。 

新型コロナ感染症対策を十分講じた上

で、令和２年度に実施できなかった授業

公開や児童・生徒同士の交流を実施した

中学校区があった。 

また、中学校区で教員による進学に当

たっての連絡会、情報交換等を実施し、

小・中学校の連携を図った。 

いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議

については、新型コロナ感染症対策を講

じながら、代表学年の児童・生徒が参加し

た。 

新型コロナ感染症拡大防止の観点か

ら、年２回以上の授業公開を実施でき

なかった中学校区があった。 

いじめ問題を考えるめぐろ子ども会

議は、新型コロナ感染症対策を講じた

上で実施することができた。学習用情

報端末を活用し、オンライン会議シス

テムにより、子ども会議の様子を配信

し、意見交換を行った中学校区もあっ

た。 

各中学校区の「小・中連携子ども育

成プラン」に基づき、年３回の小・中

連携の日を設定し、オンラインによる

児童・生徒同士、教員同士の交流を行

うなど、開催方法を工夫して実施する。 

また、いじめ問題を考えるめぐろ子

ども会議は、新型コロナ感染症の状況

を踏まえ、感染症拡大防止の手だてを

図りながら可能な限り代表学年児童・

生徒全員が参加して行う。 

 

2－4 部活動の充実 

2-４ 部活動支援の充実 

活力ある部活動の実現に向け、校長による管理・監督の下で教育課程と関連させながら、生徒が自らの適

性や興味・関心を伸ばすための指導を充実するため、部活動指導員・外部指導員等を確保するとともに、大

学等教育関係機関の専門家等によるコーチングやスポーツメンタル等の研修等を年２回実施し、資質や指導

技術の向上を図る。 

連番号 

28 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

学校要望を受け、部活動指導員１７人

（８校）、外部指導員７４人（９校）を配

置した。 

なお、外部指導者を対象とした研修会

は、新型コロナ感染症の影響により、集合

形式を中止し、ＤＶＤを活用した映像研

修を実施した。 

また、令和２年度に引き続き、外部指導

者配置のための事務マニュアルを学校に

配布するとともに、希望する学校には通

年で随時配置を行った。 

前年度に引き続き、令和３年度も外

部指導者の配置を必要とする全ての学

校に配置するとともに、外部指導者の

負担を考慮し、大会引率を行った際の

謝礼を従事時間に応じて増額した。 

また、外部指導者を対象とした研修

会については、大学教授の協力により、

講義ＤＶＤを外部指導者数に応じて配

付し、映像研修を実施した。都合の良

い時間に研修できて良い、といった声

が多い反面、一方通行の研修になるこ

とに改善を求める声もあった。 

なお、研修会は年２回を計画してい

たが、新型コロナ感染症の影響により、

令和３年度は１回の研修となった。 

外部指導者の活用の推進に当たって

は、部活動の地域移行を考慮しつつ、

学校、関係部署と連携の上、部活動が

後退することがないよう対応を行う。        

また、外部指導者の資質向上のため

の研修についても、引き続き実施して

いく。 
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2－5 学校のＩＣＴ環境整備 

2-5-1 学校のＩＣＴ環境整備 

教育用ＩＣＴ機器の更新時に、小・中学校の全普通教室に電子黒板機能付きプロジェクターを設置（小学

校４校、中学校２校）する。 

連番号 

29 

 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

小学校４校、中学校２校の教育用ＩＣＴ

機器の入替を実施し、普通教室等に電子黒

板機能付きプロジェクターを原則として

固定式で設置するなど当初の予定事業を

実施した。 

また、必要な機器の更新を実施するだけ

ではなく、ネットワーク環境の見直しも合

わせて実施した。 

小学校４校、中学校２校において、指

導者用パソコンの更新を行い、普通教

室等に電子黒板機能付きプロジェクタ

ーを設置した。令和３年度の整備につ

いては、令和元年度以降のＰＣ周辺機

器拡充や職員室無線アクセスポイント

設置に加え、オンライン授業用の機器

及びシステム環境構築を行い、児童・生

徒１人１台の学習用情報端末の活用を

前提として、機能面での充実にも取り

組んだ。 

学校ＩＣＴ環境整備については、国

のＧＩＧＡスクール構想や令和４年３

月策定のＭＥＧＵＲＯスマートスクー

ル・アクションプラン（教育情報化推

進計画）を踏まえ、区の実施計画に基

づき、順次整備をしていく。 

2-5-2 目黒区教育の情報化推進計画（仮称）の策定等 

今後のＩＣＴ活用・整備方針である教育の情報化の推進にかかる計画を策定する。 

また、令和元年度に策定した教育情報セキュリティポリシーに基づく取組を実践し、情報セキュリティの向

上を図る。 

連番号 

30 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 終了 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

教育情報化推進委員会において検討を

重ね、ＭＥＧＵＲＯスマートスクール・ア

クションプラン（教育情報化推進計画）を

令和４年３月に策定した。 

また、教育情報セキュリティポリシーに

基づく取組を実施し、学校の情報セキュリ

ティ意識向上に取り組んだ。 

＜取組状況＞ 

■教育情報化推進委員会 

計画策定の検討 ５回開催 

■動画視聴型セキュリティ研修 

受講者１，０２５人 

■教育情報セキュリティ監査 

小学校２校、中学校１校実施 

■教育情報セキュリティセルフ 

チェック １，０３６人実施 

 

めぐろの子どもたちが、これからの

時代に求められる資質・能力を確実に

備えることができる学校教育を実現す

るため、学校・教育委員会だけでなく、

家庭・地域も教育の情報化にかかる考

えや取組の方向性等を共有し、一体と

なって教育の情報化の推進に取り組む

計画としてＭＥＧＵＲＯスマートスク

ール・アクションプランを令和４年３

月に策定した。 

パブリックコメント実施に当たって

は、教育委員会内で同時期に改定する

めぐろ学校教育プラン、目黒区生涯学

習実施推進計画と合わせてめぐろ区

報・ホームページへの掲載や、配布・閲

覧場所での資料提示のほか、ＹｏｕＴ

ｕｂｅにて説明動画の配信、目黒区公

式ＬＩＮＥや学校・園の保護者連絡シ

ステム等も活用し、きめ細かく周知を

行った。 

引き続き教育情報セキュリティポリ

シーの学校への周知徹底を確実に進

め、学校への研修・監査・自己点検を

実施し、学校の情報セキュリティへの

意識向上を図る。 

また、ＭＥＧＵＲＯスマートスクー

ル・アクションプランに基づく取り組

みを着実に進め、教育の情報化を計画

的に推進していく。 
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2－６ 校舎の改築等の推進、学習・生活環境の改善 

2-6-1 学校施設の計画的な更新に向けた取組 

「目黒区学校施設更新計画」に基づいた具体的な取組を進めるため、学校施設の設計標準を作成する。 
連番号 

31 

 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

令和４年１月に学校施設更新設計標準

を作成した。 

また、令和４年３月策定の目黒区実施計

画（令和４～８年度）で５校の更新につい

て着手時期を明らかにするとともに、令和

４年３月には１校目となる向原小学校更

新に係る基本構想・基本設計業務の委託候

補者を公募型プロポーザル方式で選定し

た。 

当初の計画のとおり、令和３年度中

に学校施設更新設計標準を作成し、実

施計画により直近５年間の更新スケジ

ュールを示すことができた。これによ

り、目黒区としての基本的な考え方の

もと一定の水準を確保した学校施設の

整備を進めていくことができる。 

また、１校目となる向原小学校更新

に係る基本構想・基本設計業務の委託

候補者を適切な時期に選定することが

でき、円滑に令和４年度からの設計作

業に取り組むことができた。 

今後も学校施設更新計画に沿って、

具体的な取組を進めていく。 

令和４年度は、向原小学校の基本構

想・基本設計について策定作業を進め

るとともに、中学校統合新校２校の基

本構想・基本設計業務について委託候

補者の選定を行う。 

2-６-2 学校校舎等整備 

安全で快適な施設の中で、児童・生徒が安心して学校生活を送れるよう、トイレの環境改善（小学校４校）

や校庭の整備（小学校３校）等の施設整備を行う。 

連番号 

32 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

＜トイレ環境改善＞ 

小学校４校のトイレ整備を実施した。 

■実施校 

五本木・月光原・中根・宮前小学校 

（各校とも１系統ずつ） 

＜校庭整備＞ 

小学校３校の校庭整備を実施した。 

■実施校 

下目黒・油面・東根小学校 

児童・生徒が安心して学校生活を送

れるよう、予定された工事を全て実施

した。 

トイレ環境改善の実施校において

は、児童・生徒が快適にトイレを利用で

きるようになり、生活環境の向上につ

ながった。 

校庭整備の実施校においては、状態

が改善したことにより、校庭を利用し

た授業をより安全に行えるようになっ

た。 

トイレ環境改善（洋式化等）、校庭

整備をはじめとして、児童・生徒の生

活様式の変化、施設・設備の老朽化に

対応した整備を計画的に行っていく。 

なお、整備に当たっては、日常生活

に困難をかかえる児童・生徒への合理

的配慮や、性の多様性への配慮を踏ま

えた使用方法やサインを検討する。 

2-６-３ 学校施設の空調設備更新 

老朽化した氷蓄熱式冷暖房装置をガスヒートポンプエアコンへ更新する。 
連番号 

33 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

小学校１９校、中学校８校の氷蓄熱式冷

暖房装置をガスヒートポンプエアコン等

に更新した。 

■実施校 

八雲・菅刈・下目黒・中目黒・油面・大

岡山・烏森・向原・五本木・鷹番・田道・

月光原・駒場・原町・不動・上目黒・東

根・中根・宮前小学校 

第一・第七・第八・第九・第十・第十一・

東山・大鳥中学校 

当初の計画どおり、各小・中学校に

おいて、老朽化した空調設備を更新し

たことにより、空調設備に不具合が発

生するリスクが軽減されるとともに、

運転能力が改善することで、児童・生

徒等が安心して学校生活を送ることが

できるようになった。 

学校における空調設備について設置

年数等の情報を適切に管理し、老朽化

した空調設備を計画的に更新してい

く。 

 



27 

2－7 区立中学校の適正規模の確保と適正配置の推進 

2-7 南部・西部地区の区立中学校の統合に向けた取組 

南部・西部地区の中学校の適正規模・適正配置を実現するため、統合新校開校までの具体的な進め方を

とりまとめ、４校（第七・第八・第九・第十一中）を２校程度とするとしている現行の統合方針を改定する。 

連番号 

34 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

令和３年６月に統合方針改定に向けた

基本的な考え方等を取りまとめた進め方

を策定した。 

この進め方に沿って、令和３年９月に

南部・西部地区の区立中学校の統合の具

体策案を取りまとめた統合方針改定案を

策定し、説明会や意見募集で寄せられた

意見を踏まえて、１２月に改定した。 

令和７年４月を目標に「第七中と第

九中」、「第八中と第十一中」の統合

により新設中学校２校を開校し、適正

規模・適正配置を実現し、充実した教

育環境の整備を図る。 

統合方針改定時は、対面・オンライ

ンでの説明会や説明動画などにより、

統合への理解、協力が得られるよう説

明し、多様な意見の聴取に努めた。ま

た、学校統合推進課だより、ホームペ

ージ、ＳＮＳ等での情報発信を行った。 

統合方針に基づき、統合による新設

中学校の開校に向け、学校関係者・保

護者・地域の方で構成する統合新校推

進協議会において、新設中学校の基本

的事項（学校の位置、通学区域、目指

す学校像等）について協議をしていく。 

令和４年度中に協議結果を踏まえ

て、新設中学校の基本的事項を示す統

合新校整備方針を取りまとめ、区立中

学校の統合に向けた具体的な取組を進

める。 

 

2－8 学校における働き方改革の推進 

2-8-1 学校徴収金管理システムの導入 

学校徴収金業務の効率化と会計事故防止を図るため、学校徴収金に係る業務を一体的に管理できるシス

テムを導入する。 

中学校の運用開始に伴う支援、並びに、小学校の令和４年度運用開始に向けた準備を進める。 

連番号 

35 

 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

金融機関のサービス変更に適切に対応

し、年間計画の作成から保護者集金、業者

への支払い、決算書作成など学校徴収金の

収支を一体的に管理できるシステムを全

中学校及び小学校２校に導入した。 

併せて、システムを導入した学校に対し

て必要な支援を行うとともに、先行導入し

た小学校２校の状況を検証しながら、小学

校２０校の令和４年度運用開始に向けた

準備を進めた。 

全中学校及び小学校２校に対して、

教職員の負担軽減に繋がる効果的なシ

ステムを導入することができた。 

導入を契機として、校長会及び事務

職員会と協議を重ね、業務の作業手順

や実施方法、作業分担の見直しを進め、

学校徴収金業務の効率化を図るための

取組を行った。 

システムを導入した全中学校及び小

学校２校の運用開始状況を踏まえ、令

和４年度からシステムを導入する小学

校２０校に対して、システム操作研修

を開催するほか、必要に応じて訪問支

援を行うなど、全小・中学校の学校徴

収金業務が円滑に実施できるよう、引

き続きサポートを行う。 

また、教職員の負担軽減とより正確

で効率的な執行体制の実現に向けて、

適切な作業分担などについて検討を進

めていく。 

2-8-2 学校を支える人員体制の確保 

教員や副校長の業務負担軽減のため、実態に応じた専門スタッフの配置や国庫補助を活用したスクール・

サポート・スタッフの全校配置に加え、東京都の補助事業を活用した副校長補佐の配置を継続する。 

連番号 

36 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 拡充 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

＜配置状況＞ 

■スクール・サポート・スタッフ 

全小・中学校 

■副校長事務補助員 

小学校２校（大規模校） 

■副校長補佐 

小学校１７校 

中学校５校 

スクール・サポート・スタッフを全

校に配置することができた。 

小学校の大規模校２校に、引き続き、

副校長事務補助員を配置した。 

また、副校長補佐を小学校１７校、

中学校５校に配置し、業務負担の軽減

を図ることができた。 

令和４年度は、副校長事務補助員を

小学校の大規模校２校に配置するとと

もに、副校長補佐をその他全校に配置

することができた。 

副校長事務補助員又は副校長補佐を

活用し、副校長の業務負担軽減を図っ

ていく。 
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重点課題３ 子どもの安全・安心の確保 

【施策の方向性】 

１ 感染症対策の実施 
コロナの感染及びその拡大リスクを可能な限り低減しながら、子どもたちの健やかな学びを保障できるよう学校

（園）における感染症対策を徹底する。 
 

２ 家庭・地域の協力による安全対策の推進 
子どもたちを犯罪や事故から守り、学校や通学路における安全確保を図るため、保護者・地域の協力を得なが

ら、地域ぐるみの安全対策を推進する。 
 

３ 生活安全教育の推進と安全体制の確保 
ＮＰＯ法人と連携し、小学校新１年生を対象とした犯罪被害から自らの身を守るための生活安全教育に取り組

む。 
東京都の補助事業を活用して小学校の登下校区域に防犯カメラを整備するとともに、スクールゾーン規制時間

前の交通安全体制の強化を図る。 
 

４ 防災教育の推進 
児童・生徒の防災・減災への関心・意識を高め、自分で考え行動できる力を身に付け、災害時等の状況に応じ

た的確な判断や行動ができる能力・態度の育成に引き続き取り組む。 
 

５ 学校施設の活用による放課後事業の充実 
児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、学校や地域と協力し、地域の

人材や学校施設の活用による放課後事業の充実を図る。また、区長部局と連携・協力し、放課後子ども総合プラ
ンによる「ランランひろば」の拡充等を順次進める。 

 

重点課題３ 子どもの安全・安心の確保 各実施策の点検・評価結果 

３－１ 感染症対策の実施 

３-１ 区独自のマニュアルに基づく感染症予防策の徹底 

学校教育（幼稚園教育）ならではの学びを大事にした教育活動により幼児・児童・生徒の健やかな学びを

最大限保障するため、「目黒区立学校教育活動再開マニュアル」及び「目黒区立学校衛生管理マニュアル」

に基づいた感染症予防策の徹底を図る。 

連番号 

37 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

令和３年４月１日に、「目黒区立学校教

育活動再開マニュアル」及び「目黒区立学

校衛生管理マニュアル」を「目黒区立学

校・園 新型コロナウイルス感染症対策

マニュアル」として統合し、改訂した。 

教育活動を継続していくという基本的

な考えの下、緊急事態宣言の発出時や、ま

ん延防止等重点措置の適用時は、各学校・

園に対し、新型コロナ感染症予防策の徹底

を図るよう通知した。 

「目黒区立学校・園 新型コロナウ

イルス感染症対策マニュアル」に基づ

き、感染症予防策の徹底を図り、教育

活動を継続させることができた。 

引き続き、新型コロナ感染症予防策

の徹底を図りながら、教育活動を継続

していく。 

また、「目黒区立学校・園 新型コ

ロナウイルス感染症対策マニュアル」

を適宜改訂する。 
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３－２ 家庭・地域の協力による安全対策 

３-2-1 地域の協力による安全ネットワークの充実 

子どもたちが犯罪や事故などによる身の危険を感じたときに緊急避難できる場として推進している「こども１

１０番の家」については、引き続き学校、ＰＴＡ等との連携・協力を進めるとともに、協力家庭の増加を図る。 

連番号 

38 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

家庭、商店や事業所などの「こども１１

０番の家」の協力家庭を区内全域に確保

し、地域と協力して子どもたちの安全を

守る一助として取り組んだ。また、各区立

小・中学校には、新学年進級時に保護者に

対し「こども１１０番の家」について概要

のチラシを配布した。なお、めぐろ区報、

区ホームページのほか、関係所管を通じ

て区の施設等へも事業の取組について幅

広く周知した。 

■協力家庭登録数 

１，８４３軒 

（令和４年３月３１日現在） 

子どもたちが通学中などの身の危険

を感じたときに、すぐに駆け込める場

所があることで子どもたちの安全を守

る「地域の安心感」の一助となってい

る。また、「こども１１０番の家」プ

レートを掲げているお宅や商店が近隣

に何軒かあることで不審者が近寄りに

くい環境を作り出し「地域の抑止力」

としての効果があった。 

近年の傾向として、高齢者世帯の増

加による協力家庭の辞退や、集合住宅

におけるステッカーの掲示が困難であ

ること等が理由となり、協力家庭数は

伸び悩んでいるが、事業周知及び協力

家庭の増加に努めた結果、前年度と比

較し、新規登録数が多かった。 

「こども１１０番の家」については、

めぐろ区報、区ホームページを利用し

て事業を周知していくとともに、学校、 

ＰＴＡ等に協力を呼びかけて、引き続

き事業の周知及び協力家庭の増加を図

っていく。また、現時点の全登録家庭

に、プレートの確認を呼びかけ、汚損・

劣化がある場合は新しいものと交換す

る。 

また、区の施設等にも「こども１１

０番の家」協力の働きかけを継続して

行う。 

3-2-2 めぐろ子ども見守りメール（学校緊急情報連絡システム）の運用 

子どもの安全に関する緊急情報を送信する「めぐろ子ども見守りメール（学校緊急情報連絡システム）」に

ついて、学校からの連絡などの利用も含め、保護者にとって有用な活用を図り、児童・生徒の安全・安心を確

保する。 

連番号 

39 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

不審者情報等の配信により保護者の注

意を喚起することで、児童・生徒の安全確

保に寄与した。各校からの配信も、全校配

信、学年配信を使い分けて、それぞれ必要

な情報配信に努めた。 

また、１１月から学校・園と保護者との

連絡手段のデジタル化を図る目的で、欠席

連絡や連絡帳機能を有する保護者連絡シ

ステムを導入し、同システムの機能を活用

して、緊急情報の配信を行った。 

＜めぐろ子ども見守りメール運用状況＞ 

登録率９４．１％（令和３年１０月末） 

＜保護者連絡システム運用状況＞ 

登録率９４．８％（令和４年２月末） 

年度途中に保護者連絡システムを導

入したことから、学校・園が円滑な移

行が図れるよう、令和３年度中は従来

のメール方式と保護者連絡システムの

併用運用とした。 

新システムを導入してからは、これ

までの緊急情報のみならず、教育施策

のＰＲに活用するなど配信内容も拡張

している。 

また、画像等の大容量ファイルの添

付も可能となったことで、学校だより

などを送付する学校も増えてきている

状況にある。 

新システムに変わり、新たに付加さ

れた機能等が保護者にとって有用なシ

ステムとなったことで、従来のメール

方式の登録率との単純比較は難しい

が、登録率を上げることで、引き続き

安全・安心の確保に繋げていく。 
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３－３ 生活安全教育の推進と安全体制の確保 

３-3-1 生活安全教育の推進 

児童・生徒の安全への意識の向上に向け、保護者・地域の協力による地域安全マップの作成（小学校）を

行うとともに、交通安全教室や教職員及び中学生を対象とした普通救命講習会を実施するほか、ＮＰＯ法人

と連携して小１防犯教育プログラムを実施し、生活安全対策の充実を図る。 

連番号 

40 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

＜地域安全マップ＞ 

学校の周りの危険な場所と安全な場所

を知るために、新型コロナ感染症対策を

講じながら、全区立小学校で地域安全マ

ップを作成・活用した。 

■実施状況 

第３学年～第６学年 ２２校 

＜小１防犯教育プログラム＞ 

連れ去り、性犯罪被害などから自分自

身を守る力を身につけるため、全区立小

学校第１学年で、小１防犯プログラムを

実施した。 

＜普通救命講習＞ 

■教職員の普通救命講習等 

新規講習      １０７人 

再講習       １０６人 

上級救命講習会（再講習）１人 

■中学生の普通救命講習 

普通救命講習会   １校 

応急救護講習会    １校 

※その他の７校は、新型コロナ感染症

の影響により中止 

■保護者向け応急救護講習 

げっこうはらこども園 ８人 

＜地域安全マップ＞ 

事故や犯罪が起こりやすい場所につ

いて考えることで、児童の地域安全に

対する理解が深まり、区民の一人とし

て安全に生活しようとする意識が高ま

った。 

 

＜小１防犯教育プログラム＞ 

４月から７月に実施したことで、小

学校入学後早期に防犯意識を高めるこ

とができた。 

 

＜普通救命講習＞ 

新型コロナ感染症の影響で認定証の

有効期限が延長され、再講習対象者が

例年より多かったため、夏季休業期間

中に受講機会を増やして対応した。 

中学生の普通救命講習会は、第３学

年、３月実施としている学校が多く、

消防署との日程調整がつかずに結果的

に実施できないことがあるため、対象

学年及び実施時期を再度検討するよう

促したところ、変更に応じた２校のう

ち、１校で実施することができた。 

＜地域安全マップ＞ 

安全教育プログラムの一つとして、

新型コロナ感染症対策を十分講じた上

で、保護者や地域の方々と協力しなが

ら実施していく。 

 

 

＜小１防犯教育プログラム＞ 

引き続き、小学校入学後早期に実施

し、生活安全対策の充実を図る。 

 

 

＜普通救命講習＞ 

中学生の普通救命講習会は、対象学

年・実施時期を変更するよう各校への

働きかけを強化することにより、中学

校在籍中の受講機会の確保につなげて

いくとともに、消防署にも引き続き連

携・協力を依頼していく。 

また、小学校での実施に向けて、発

達段階や課題等を踏まえ、拡大ができ

ないか、消防署とも相談しながら検討

を進める。 

3-3-2 登下校区域防犯カメラ整備 

通学中の子どもの安全・安心対策強化のため、整備済みの通学路の防犯カメラに加え、新たな東京都の

補助事業を活用して小学校の登下校区域に防犯カメラを設置する。 

連番号 

41 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 終了 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

学校に防犯カメラの設置場所調査を行

ったうえで、小学校７校の登下校区域に各

校１台の防犯カメラを設置した。 

■設置校（７校） 

菅刈・鷹番・原町・東根・中根・宮前・

東山小学校 

当初の計画のとおり、７校に１校当

たり１台、合計７台の登下校区域防犯

カメラを設置できた。 

また、防犯カメラ設置場所等につい

て、小学校や地元町会等に情報提供を

行った。 

令和３年度に東京都の補助事業が終

了し、計画どおりに設置が完了したこ

とから、防犯カメラの新規設置はいっ

たん終了する。 

今後の課題として設置した防犯カメ

ラを更新するなど適切な管理を行う。 
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3-3-3 スクールゾーン規制時間前の交通安全体制の強化 

午前５時間制の実施により、現在のスクールゾーン交通規制時間帯が児童の登校実態と合わなくなってい

る学校に対し、交通規制時間帯が変更されるまでの間、委託により規制時間前の見守り体制の強化を図る。 

連番号 

42 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 拡充 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

小学校１校において、委託による登校時

交通安全補助員３人を配置した。 

■実施期間 

令和４年１月１９日から 

令和４年３月３１日まで 

■実施校 

油面小学校 

事業実施に際し、午前５時間制実施

校に対し登校時安全確保の必要性を改

めて確認したところ、スクールゾーン

規制時間との乖離が直接の原因である

ケースはごく限られていた。このため、

令和３年度は１校のみでの実施となっ

た。 

令和３年６月に千葉県八街市で、下

校中の小学生の列にトラックが衝突

し、５人が死傷する交通事故が発生し

たことを受けて行われた緊急通学路合

同点検において、規制時間内における

交通安全体制強化の必要性も確認され

た。このため、令和４年度は規制時間

の設定変更予定に関わらず、登校時安

全確保に係る対策を実施するまでの準

備期間に利用できるものとし、当該事

業の対象を拡大する。 

 

３－4 防災教育の推進 

３-4 防災教育の推進 

自ら主体的に行動ができる能力をはぐくむため、学校防災マニュアルに基づく実践的な避難訓練を実施

する。また、「防災ノート～災害と安全～」や「東京マイ・タイムライン」を活用したり、地域の防災訓練と連携し

たりするなど防災教育を引き続き実施する。 

連番号 

43 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

全小・中学校では、新型コロナ感染症対

策を講じた上で、地震、火災、気象災害等

の様々な災害を想定した避難訓練を実施

した。 

また、小学校２校、中学校１校がジュニ

ア防災検定に取り組み、家族と防災につ

いて話し合う機会や、防災について正し

い知識を身に付ける機会につながった。 

＜実施状況＞ 

■避難訓練の実施 

全小・中学校 年１１回以上 

■ジュニア防災検定の実施 

小学校 ２校 

中学校 １校 

各学校では、「防災ノート～災害と安

全～」、「東京マイ・タイムライン」を

活用し、児童・生徒が、災害、風水害か

らの避難に必要な知識を習得できるよ

う、指導している。また、安全指導と関

連付けながら、様々な発災場面を想定

した実践的な訓練を計画的に実施でき

ている。 

外部機関と連携した防災教育につい

ては、密を避けるため、複数回に分けて

訓練を実施するなど、新型コロナ感染

症対策を講じた上で、可能な限り実施

することができた。 

今後も、児童・生徒が危険を予測し、

回避する能力を育成できるよう、各学

校の発達段階を踏まえた防災教育を充

実させていく必要がある。 

災害の危険性を知り、災害時にとる

べき行動と知識を身に付けられるよ

う、引き続き、学校防災マニュアルに

基づく実践的な避難訓練を計画的に実

施する。   

ジュニア防災検定については、五本

木小学校、目黒中央中学校で継続して

実施する。 
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３－5 学校施設の活用による放課後事業の充実 

３-5 放課後事業の充実 

放課後や休日等における子どもの安全・安心な居場所の確保のため、小学校で実施している「ランドセル

ひろば」のより効果的、効率的な実施に努めるとともに、「子ども教室」の実施小学校区の拡大及び教室内容

の充実を図る。また、放課後子ども総合プランによる「ランランひろば」について、放課後子ども対策課と協力・

連携していく。 

連番号 

44 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

＜ランドセルひろば事業＞ 

効果的・効率的な運営のため、管理運営

員の資質の向上を目指して、研修を実施

した。また、利用者のケガ等を補償するた

めの傷害保険加入を継続して実施した。 

放課後子ども総合プランでは、放課後

子ども対策課と連携し、ランランひろば

へ移行する対象校のランドセルひろば管

理運営員及び子ども教室委託団体へ事業

等の説明を行った。 

■実施校数     小学校１４校 

ランランひろば実施校（８校） 

■延べ実施日数   ２，１０６日 

■延べ参加児童数  １１８，３２６人 

＜子ども教室事業＞ 

めぐろ区報、チラシ及びパネル展示等

により、事業の周知を行った。また、団体

関係者の資質の向上を目指して、研修を

実施した。 

未実施校の学校関係者等に幅広く声掛

けを行い、子ども教室開設について協力

を依頼した。 

■実施団体数   １６小学校区 

■延べ実施回数  ４３８回 

■延べ参加人数  ６，０２１人 

＜ランドセルひろば事業＞ 

ランドセルひろば管理運営員の研修

を実施し、円滑な運営の一助とした。  

また、傷害保険加入を継続して実施し、

安心・安全なランドセルひろばの運営

を行った。 

＜子ども教室事業＞ 

めぐろ区報等により、子ども教室事

業を幅広く周知することができた。 

開設を検討している団体や小学校長

へ事業等の説明を行い、中目黒小学校

で子ども教室を開設した。 

また、新型コロナ感染症対策により

学校等施設の使用が制限されていた期

間は、大半の団体が事業を中止せざる

を得なかったため、活動場所の確保が

課題となった。 

＜ランドセルひろば事業＞ 

放課後子ども総合プランにおける

「ランランひろば」への移行に向けて、

放課後子ども対策課と協力して取り組

む。また、子どもたちが安全・安心に

遊ぶことができる居場所づくりのた

め、管理運営員の研修等を継続する。 

＜子ども教室事業＞ 

放課後子ども総合プランの進捗を踏

まえ、子ども教室の全小学校区実施に

向けて関係者への働きかけを継続す

る。また、子ども教室委託団体の意向

を確認しつつ、教室内容の充実に向け

て引き続き検討する。 

子ども教室事業について区民に幅広

く理解してもらうため、区のホームペ

ージ及び事業を紹介するチラシについ

て、各実施団体の様子や実施状況等が

より深く理解できる内容になるよう工

夫していく。 
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重点課題４ 生涯学習の推進 

【施策の方向性】 

１ 生き生きと学び合える生涯学習事業の推進 
区内及び近隣地域の教育機関の専門性を生かした生涯学習講座の実施など、区民の関心や意欲に応える生

涯学習事業に取り組むとともに、だれもが、いつでも、どこでも講座や団体等の情報を得られるように、様々な媒
体を使った情報提供をさらに充実していく。 

 
２ 青少年健全育成事業の実施 

青少年が地域社会を担う一員となるよう、自立性と社会性を身に付けるための体験機会や情報リテラシー教育
等の学習機会の提供を進める。 
また、青少年の健全育成を担う団体の主体性を尊重しながら、場の提供や指導者の派遣等の支援を行う。 
 

3 家庭教育を支援する事業の実施 
子どもの生活習慣の習得や自立心の育成など、すべての教育の出発点である家庭教育が保護者の自覚と責

任によって行われるよう、家庭教育講座などを引き続き行うとともに、さまざまな機会・資源を活用し、より幅広く積
極的な支援を進める。 

 
４ 文化財を活用した啓発・普及事業の実施 

区内の歴史的建築物や埋蔵文化財を調査・記録して、貴重な文化財を将来にわたって保存・継承していく。 
また、文化財や歴史資料を活用した企画展の開催などを通じ、文化財への理解を深め、保護への啓発を行う。 
 

５ 図書館サービスの充実 
重点テーマを定めた図書資料の計画的な収集、地域の課題や特定のテーマに関連した展示による区民ニー

ズに沿った的確な資料提供を行うとともに、図書館利用に障害のある方々一人ひとりの状況に応じた障害者サ
ービスの提供、子どもたちの読書活動の推進と学習活動の支援について取組を進める。 
また、新しい生活様式に対応した非来館型サービスとして、電子書籍の貸出サービスを導入する。 

 

重点課題４ 生涯学習の推進 各実施策の点検・評価結果 

４－１ 生き生きと学び合える生涯学習事業の推進 

４-1 大学等教育機関の専門性を生かした事業の実施 

現在実施している区内及び近隣教育機関との連携・協力を進め、ニーズに沿った企画を実施するととも

に、新たな教育機関との連携を検討し、区民の生涯学習の機会拡大を図る。 

連番号 

45 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 拡充 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

これまで連携してきた、筑波大学附属

駒場中学校・高等学校、東京工業大学、東

京大学、放送大学、東京音楽大学に加え、

令和３年度からは東京医療保健大学との

連携を開始し、計６教育機関と専門性を

生かした連携講座を実施した。 

■講座実施状況 

「筆ペンでなぞる『百人一首かる 

た』」、「ナノファイバーとウイルスを

捕える技術」など、合計７講座（参加者

延べ２５４人） 

 筑波大学附属駒場中学校・高等学校

との連携講座２講座のうち１講座は新

型コロナ感染症の影響により中止した

が、計６教育機関と７講座を実施した。 

 また、コロナ禍における取組として、

一部の講座ではオンラインを活用して

実施した。  

東京音楽大学との連携講座は、昨年

度の１講座から２講座に回数を増やし

たことにより、全体の参加者増に繋が

った。 

引き続き、区内及び近隣地域の教育

機関との連携・協力を進め、区民ニー

ズを捉えながら専門性を生かした連携

講座を実施すると共に、オンラインを

活用して、生涯学習の機会拡大を図る。 
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４－２ 青少年健全育成事業の実施 

4-2 青少年の健全育成を支援する事業の実施 

青少年を対象として、自然体験や生活・文化体験の機会を提供する。また、少年団体の育成と地域の青少

年リーダーの育成を図るための支援事業を実施する。 

連番号 

46 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

＜社会教育講座＞ 

青少年を対象とした「児童理科クラブ

（１１回、参加者延べ１８９人）」「実験

クラブ（１２回、参加者延べ１５０人）」

など、計１０講座（回数５２回、参加者延

べ８２０人）を実施した。 

＜リーダー育成支援事業等＞ 

子ども会班長ジュニアリーダー研修会

（３回、参加者５９人）、ボーイスカウト

フェスティバル（１回、参加者１８０人）

など計４事業を実施した。 

＜社会教育講座＞ 

青少年を対象とした社会教育講座

は、新型コロナ感染症拡大防止のため

一部中止や内容の見直しを行ったが、

概ね予定どおりに実施した。 

＜リーダー育成支援事業等＞ 

 青少年団体の交流の援助、青少年リ

ーダー育成のための支援事業は、新型

コロナ感染症拡大防止のため一部中止

したが、概ね予定どおりに実施した。 

 国内交流事業（角田市小学生派遣・

受け入れ）及び自然体験事業（中学生

の自然体験ツアー）は、新型コロナ感

染症拡大防止のため中止した。 

青少年のニーズに合った講座や事業

となっているか、参加者の意見も取り

入れながら、内容が充実するように見

直すとともに、青少年の主体的な活動

に結びつくような内容を講座や事業に

取り入れていく。また、コロナ禍であ

っても実施方法を工夫し、事業が中断

しないようにしていく。 

 

４－３ 家庭教育を支援する事業の実施 

4-3 家庭の教育力向上に向けた学習機会等の提供 

家庭教育の自主性を尊重しつつ、家庭教育学級や家庭教育講座などによる学習機会の提供を行い、子

どもの生活習慣の習得や自立心の育成に向けて、より効果的な支援に向けた検討を進める。 

連番号 

47 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

＜委託家庭教育講座＞ 

 各区立小・中学校に家庭教育講座を委

託し、１３校が実施した。（対面式１校、

オンライン形式１２校） 

■参加者計５８３人 

＜社会教育講座＞ 

「子どもの自己肯定感を育てる～家庭

における前向きな言葉がけ ペップトー

ク」講座（全２回、参加者延べ３３人）な

ど、計４講座（全７回、延べ参加者計１１

６人）を実施した。 

＜委託家庭教育講座＞ 

令和２年度は新型コロナ感染症の影

響により、委託家庭教育講座を実施で

きなかったことから、ＰＴＡ内で十分

な引継ぎができておらず、また、初め

てオンラインで講座を実施するＰＴＡ

も多かったため、各ＰＴＡに丁寧に説

明し、相談に応じた。 

各ＰＴＡでは、オンラインと対面を

併用したり、いつでも視聴が可能なオ

ンデマンド配信を行ったりするなど工

夫をし、参加しやすかったという意見

も多く聞かれた。一方で、オンライン

に慣れていない方が担当となったＰＴ

Ａでは、オンラインでの実施に苦労す

る結果となったことが課題となった。 

＜社会教育講座＞ 

社会教育講座は、通常ワークショッ

プやグループワークを取り入れ、参加

者同士のつながりを作るよう工夫して

いるが、コロナ禍でも実施できるよう

に、グループワークはすべて中止し、

講義と質疑応答、個人でできるワーク

とした。 

 家庭の教育力向上に向けた学習機会

等の提供においては、その当事者であ

るＰＴＡ自らが企画運営する委託家庭

教育講座が大きな成果をあげていると

考えられる。新型コロナ感染症が収束

しない状況の中、学校等に集まって学

習を行うことが困難であるというＰＴ

Ａもあることから、令和４年度もオン

ラインでの学習を可能とする。 

オンラインでの学習については、工

夫した事例などを収集し、各ＰＴＡに

積極的に情報提供していく。 

社会教育講座は、新型コロナ感染症

対策を十分に行ったうえで、できる範

囲のグループワークを取り入れてい

く。 
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４－４ 文化財を活用した啓発・普及事業の実施 

4-４-1 歴史的建造物、遺跡調査の実施 

文化財として価値のある歴史的建築物の調査、埋蔵文化財保護のための試掘調査を実施し、めぐろの歴

史と文化を記録保存する。 

連番号 

48 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

＜歴史的建築物調査＞ 

一定の価値が認められる歴史的建築物

が解体等により減少している状況である

ことから、記録保存のための歴史的建築物

個別調査を１件実施した。 

＜埋蔵文化財調査＞ 

建築及び開発行為により破壊される可

能性のある遺跡を保護するために存否を

確認した。 

■実施状況 

立会調査     ７２件 

試掘調査     １４件 

本格調査      ２件   

＜歴史的建築物調査＞ 

平成１３年の調査から令和２年まで

に価値ある建築物の３割の残存が確認

された。令和３年度は、この中から歴史

的建築物個別調査を１件実施し、貴重

な建造物の記録を保存し、後世に残す

ことができた。 

＜埋蔵文化財調査＞ 

建築及び開発行為により破壊される

可能性のある遺跡の存否を事前に把握

することにより、予定されている建築

計画に影響を与えないように保護対策

を講ずることができた。 

＜歴史的建築物調査＞ 

今後も価値のある建築物について、

計画的かつ効率的な記録保存を実施し

ていく。 

＜埋蔵文化財調査＞ 

建築計画等に伴い失われてしまう遺

跡の存否を確認し、記録を保存するた

めに必要な調査を実施していく。 

4-４-２ めぐろ歴史資料館企画展等の実施 

今から８００年前の承久の乱に参戦し目黒区の名称の由来となった中世武士目黒氏について、友好都市

角田市におけるゆかりの深い文化財等を紹介する企画展をはじめ、講座等を実施し目黒の歴史の理解を促

す。 

連番号 

49 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

常設展示のほか、企画展示を３回実施

した。 

春季企画展「歴史資料館探訪－５つの

物語－」、秋季特別展「中世武士目黒氏の

軌跡－列島を駆け抜けた武士たち－」及

び、冬季企画展「昔のくらしと道具展－つ

くるということ－」を実施した。 

また、関連事業として、秋季特別展関連

講座「中世目黒氏をたどる」（１回、参加

者数４５人）及び、冬季関連事業「足踏み

ミシンを動かしてみよう」（３回、参加者

数延べ１３人）、「鉋掛け体験」（２回、

参加者数延べ１９人）を実施した。 

「歴史資料館探訪－５つの物語－」

は、新型コロナ感染症拡大防止に伴う

臨時休館措置のため、会期を縮小した。 

「中世武士目黒氏の軌跡－列島を駆

け抜けた武士たち－」及び、「昔のくら

しと道具展－つくるということ－」に

ついては関連事業も実施し、前年度に

比べ、利用者数が増加した。 

来館者に対し、わかりやすく、また、

関心を引くような展示、関連事業の実

施を心がける。 

秋季に実施する「目黒の名工 千代

鶴是秀×小宮又兵衛×髙山一之」は、

館蔵資料とともに、名工による作品を

借用して実施する「特別展」として位

置付け、郷土に対する愛着をより深め

ることにつなげられるよう努めてい

く。 

 

  



36 

４－5 図書館サービスの充実 

4-5-1 図書館資料の充実と的確な資料提供 

知・文化の拠点として、資料収集の重点テーマを定め、指定寄付金（ふるさと納税）を活用しながら図書館

資料の充実を図る。また、これらの資料（蔵書）を活用し、地域の課題や特定のテーマに関連した展示により

区民ニーズに沿った的確な資料提供を行う。 

連番号 

50 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

図書館資料費の増額分で、特殊料理・イ

ンテリア関連、持続可能社会（SDGｓ）、

家庭教育・保育政策、児童本などの図書資

料を約２，２００冊購入した。 

また、指定寄付金の活用により健康医療

資料を約１，２００冊購入した。 

小・中学校の教員や図書館支援員、読

み聞かせボランティアなどの意見等を

参考に選書を行った。 

令和２年度目黒区世論調査では、図

書館に期待するサービスのうち図書館

資料の充実が最も高い割合となってお

り、継続的に図書館資料の充実を図っ

て行く必要がある。 

各館毎に毎月テーマを決め、関連す

る図書資料を展示・提供することで、利

用者の興味や知識を深める機会を提供

した。 

今後も引き続き、区民ニーズに沿っ

た図書館資料の充実と資料提供に努め

る。 

4-5-２ 障害者サービスの充実 

障害などにより図書館利用に支障のある方向けの資料（録音・点字図書、マルチメディア資料など）の提

供、対面朗読、来館困難者に対する資料配送などのサービスを行う。また、録音図書作成などのボランティア

である障害者サービス協力員の育成などによりサービスの充実を図る。 

連番号 

51 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

区立小学校２２校、中学校９校（ともに

特別支援学級を含む）に、マルチメディア

資料の紹介及び貸出を行った。 

音訳者養成レベルアップ講習（障害者

サービス協力員）を新型コロナウイルス

感染防止のためオンラインで５回開催

し、同協力員の育成を行った。 

区立小・中学校に、マルチメディア資

料の紹介及び貸出を行うことで、活字

による読書が困難な児童並びに生徒等

の読書活動を推進した。 

音訳者養成講習（障害者サービス協

力員募集）をオンラインで開催するこ

とで、障害者サービス協力員の育成及

び音訳活動を推進した。 

引き続き、区立小・中学校に、マル

チメディア資料の紹介及び貸出を行う

ことで、活字による読書が困難な児童

並びに生徒等の読書活動の推進を図

る。 

障害者サービス協力員に対し研修等

を行うことで、同協力員の育成を継続

して行っていく。 

4-5-3 電子書籍貸出サービスの導入 

新しい生活様式に対応した非来館型サービスとして電子書籍貸出サービスを導入する。 
連番号 

52 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 拡充 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

７月に電子書籍貸出サービスを開始

し、めぐろ電子図書館のサイトにアクセ

スすることで、来館しなくてもパソコン

やスマートフォンなどの情報端末から電

子書籍の貸出・返却ができる環境を構築

した。 

開始当初にめぐろ区報で特集を組

み、電子図書館の利点や利用方法等を

周知したことにより、多くの利用申込

があった。 

また、文字の拡大や音声読み上げな

ど、電子書籍の特徴を生かせる資料の

収集や、めぐろ電子図書館のサイトの

トップページで新着資料を紹介すると

ともに、アウトドア、家庭菜園、低学年

向けの本といったテーマ別に資料を紹

介することで、継続的な利用を促進し

ている。 

幅広い年代のかたに利用してもらえ

るようサービス内容の充実と利用促進

を図る。 

また、メール等による予約の連絡等、

利用者の利便性を高めるため、現在単

独で運用している電子図書館システム

と、令和４年度に更改を予定している

図書館情報システムとの連携を図る。 

令和４年度からの実施計画として、

５年間で５，０００点の購入を予定し

ている。 
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4-5-4 子ども読書活動の推進及び学習活動の支援 

学校への図書資料の団体貸出、夏季休業期間の調べ学習支援、ワークショップやフォローアップ研修によ

る読み聞かせボランティアの育成等を行い、子どもの読書活動の推進及び学習活動の支援についての取組

を進める。 

また、国の「第四次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」、東京都の動向及びコロナによる社

会変化等を踏まえて、「目黒区子ども読書活動推進のための方針」の改定の準備を行う。 

連番号 

53 

令和３年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

〈実績・取組状況〉 〈評価理由・成果/工夫/課題〉 〈今後の方向性・課題への対応等〉 

＜おはなし会＞ 

■各図書館開催おはなし会 

新型コロナ感染症拡大防止及びまん延

防止措置により中止した。 

■小・中学校への出張おはなし会 

２回開催 

＜小・中学校等への団体貸出＞ 

■登録団体 ７６１団体 

■貸出点数 計２８，２７７点 

＜ボランティアの育成＞ 

読み聞かせボランティアのスキルアッ

プ講座は、新型コロナ感染症拡大防止の

ため中止したが、ボランティア団体と一

緒に「おすすめ絵本リスト」を作成し各館

で絵本の展示・貸出を行った。 

＜子ども読書活動推進の方針の見直し＞ 

「目黒区子ども読書活動推進のための

方針」について、国及び都の第四次計画を

踏まえ、他自治体の動向を注視しながら

見直しの検討を行った。 

このほか、夏季に小・中学生の調べ学習

支援として、ワークシートを作成し、図書

館ホームページにおすすめリスト等とと

もに掲載した。 

令和３年度は読み聞かせボランティ

アのスキルアップ研修等が実施できな

かったこと等があったが、全体的には

一定程度計画を実施することができ

た。 

新型コロナの感染拡大状況による

が、ボランティアに対する研修等につ

いては、令和４年６月に開催する予定

で準備を進めている。 

引き続き、読書を通じて子どもが豊

かな感性を身につけられるよう、また、

子どもが本と出会う機会の提供を図る

とともに、小・中学校図書館担当教諭

や図書館支援員と連携を取りながら、

学校の読書活動の支援を行う。 

国と都の第四次計画及び目黒区立図

書館基本方針を踏まえ、「目黒区子ど

も読書活動推進のための方針」の見直

しの検討を継続して行っていく。 
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第４ 点検・評価に関する学識経験者からの意見 

◆柳瀬 泰（玉川大学 教師教育リサーチセンター教授） 

目黒区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価（令和３年度分）につ

いて、関連資料と各課長のヒアリングを踏まえて意見を述べる。 

 

１ 重点課題１【子どもの「生きる力」をはぐくむ学校教育の推進】に関連した事項 

○新学習指導要領完全実施を踏まえ、児童・生徒の知・徳・体を一体的・全人的に育むために幅広い

多様な事業が展開されている。今後は、これらの取り組みを「個別最適な学び」の視座から俯瞰的・

統合的に捉え直し、実践を重ねて頂きたい。実践に当たっては、児童・生徒に基礎的・基本的な知識

及び技能を習得させる場面での「指導の個別化」と、子ども一人一人の個性や創造性を伸長する場面

での「学習の個性化」の２つの機能を自在に組み合わせたカリキュラム・マネジメントを教師が主体

的に行い、「４０分授業午前５時間制を基盤とした学びの個性化」がすべての学校・教室で実践・実

現されることに期待したい。【1-1-1】～【1-1-3】 

○２０１２年調布市で起きた給食によるアレルギーに起因する死亡事故から１０年が経つ。コロナ対

応によって給食指導の課題が重層化し、指導に当たる現場は大変ではあるが、食物アレルギーを持つ

児童・生徒への対応マニュアルについては間断なく留意頂きたい。【1-8-3】 

 

２ 重点課題２【学校の教育活動を支える条件整備の充実】に関する事項 

〇学校徴収金管理システムや人的環境整備など学校における働き方改革が総合的に進められている。

こうした種々の整備や支援が真に教職員の働き方の改革に結びついているかを正しく評価・点検する

方法については、さらに研究を続けて頂きたい。例えば、児童・生徒が下校してから「教員が担うべ

き業務」の主要な業務に「授業の準備」がある。「深い学び」の実践には「深い教材研究」が必要で

ある。子どもたちのために「やりがい」を感じ、教材づくりに打ち込む教員の姿を温かく支援できる

職場環境となることを期待したい。【2-8-1】 

○部活動については「地域」への移行という方向性が議論されているが、体制づくりには相応の時間

がかかる。当面は「学校」の問題として目黒区が掲げる諸施策を継続して実施し、その成果を着実に

広げて頂きたい。【2-4】 

〇トイレの環境改善においては、洋式化を進めるとともに、オールジェンダー・トイレの設置を社会

的・教育的な観点からも計画的に設置を行うべきだと考える。【2-6-2】 

 

３ 重点課題３【子どもの安全・安心の確保】に関する事項 

〇災害時の中学生及び卒業生の行動や存在は、「共助」の観点から重要な役割を担う。明日起こるか

もしれない災害に備えて「中学生」の普通救命講習の実施は重要であり、実施目標値を明確に設定し

て取り組んで頂きたい。【3-3-1】 

 

４ 重点課題４【生涯学習の推進】に関する事項 

○コロナ禍により変化した生活様式に対応して導入された区立図書館の電子書籍サービスを多くの区

民が利活用している。利用者の年齢層等のデータに着目し、より幅広い年齢層が電子書籍に親しむこ

とができるようサービスの普及啓発に期待したい。【4-5-3】 

 

これからの社会は「VUCA」と称され、不安定,不確実,複雑,曖昧な時代であると言われている。こ

うした視界不透明な時代に直面する子どもたちに対して、目黒区教育委員会ではその責務を不断に自

問しつつ、５度目の改定となる「めぐろ学校教育プラン」（２０２２～２０２６年度版）を策定し

た。 

今後はこのプランを踏まえ、困難な問題に直面したときに自律的に決断し新たな道を切り拓いてい

く力や、柔軟で創造的な思考力と態度等を備えた児童・生徒に育てることが教育の重要な役割とな

る。これまでの成果をさらに発展・深化させ、理想の教育が結実することに大きな期待を寄せてい

る。 
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◆時田 明子（前東京成徳大学 特任教授） 

 令和４年度目黒区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価（令和３

年度分）について、事前に提出された関連資料と各課長のヒアリングを踏まえて、以下の３点につ

いて意見を述べる。 

 

１ 情報化に対応する教育について 

 目黒区教育委員会では、ＭＥＧＵＲＯスマートスクール・アクションプラン（以下プラン）の基

本方針に基づき、各課共に喫緊の課題である情報化への対応を着実に実施している。その先見性に

深く敬意を表したい。今後さらに、情報化に関わる以下の点について検討願いたい。 

はじめに、管理職・教員の情報化に対応する指導力の育成についてである。プランによると令和

２年時点における「授業にＩＣＴを活用して指導する能力」「児童生徒のＩＣＴ活用を指導する能

力」を有する小中学校の教員は７０～８０％台である。この割合は全国・東京都を上回っている

が、指導の公平性という観点から、さらに上げていく必要がある。目黒区教育委員会では、既にＩ

ＣＴ活用能力に応じた研修を実施したり、学習用端末に研究資料を保存していつでも閲覧可能にし

たりするなど、教員の指導力の向上に取り組んでいることが分かる。その成果を吟味し、目黒区の

全ての教員が、情報機器操作の技能はもとより、情報機器を効果的に活用して指導できるように、

日常的に取り組める研修内容の検討・精査等、さらなる具体的な方策を一考願いたい。 

また、管理職自らが情報機器に精通し情報化に対応する教育を牽引していけるような見識をもて

るように、管理職向けの研修等の充実についても検討する必要があると考える。さらに、テレワー

クの拡大を視野に入れ、校務系、学習系のシステム全体の利便性を高め、より活用しやすいシステ

ムを構築し、教員のフレキシブルな働き方を実現できるような環境整備を一層推進していくことが

肝要であると考える。 

 

２ ４０分授業午前５時間制と学力調査結果及び意識調査結果との相関関係について 

４０分授業午前５時間制は目黒区の特色である。新たな教育課程のモデルを構築するという先進

的な取り組みを高く評価したい。４０分授業午前５時間制実施についての評価理由の一つに、区学

力調査結果及び意識調査結果の肯定的回答が上昇傾向にあることが挙げられている。この点につい

ては、４０分授業午前５時間制の有効性を区民等に分かりやすく周知するためにも、双方の相関関

係についてのエビデンスを明確にし、具体的に発信していく必要があると考える。 

今後さらに、各学校において検証を積み重ね、４０分授業午前５時間制を推進していくことを期

待したい。 

 

３ 事業の評価指標について 

昨年度は、新型コロナウイルス感染症のために評価不能の項目が散見されたが、令和３年度は全

ての項目において評価がなされている。このことから、評価を積み上げることによって諸事業の改

善・充実を図ろうとする教育委員会の前向きの意図がくみ取れる。 

一方、評価する際の指標として「実施数」「講座数」「参加人数」等のみを取り上げている事業

がある。取り組み内容に関わる指標の設定が難しい事業もあることと推察されるが、成果を適正に

評価するためには、事業の目的と評価の整合性を図りつつ、事業内容・事業運営方法・具体的な成

果等の評価指標を付加し、複数の視点からリフレクションする必要があると考える。事業の実施状

況をより良く評価できる指標の設定について一考を願いたい。 
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令和３年度 教育行政運営方針 

 

第１ 策定の趣旨 

本方針は、教育を取り巻く状況の変化を踏まえ、目黒区教育委員会の教育目標及び基本方針に即し

ながら、令和３年度の重点課題に取り組む際の基本姿勢や施策の方向性を示すものである。 

また、新型コロナウイルス感染症（以下「コロナ」という）の影響、国や都の教育施策の動向を踏まえ的

確かつ柔軟な対応に努めるとともに、目黒区教育に関する大綱並びに区の長期計画及び令和３年度行

財政運営基本方針等との整合を図りつつ、めぐろ学校教育プランをはじめとした教育委員会で定める各

種計画に掲げる事業を重点化し、推進することを主眼とするものである。 

 

第２ 教育行政運営の基本姿勢 

１ 学校・保護者・地域・関係機関等との連携・協力 

未来を担う子どもたちの健やかな成長のために、学校・保護者・地域・関係機関等のそれぞれの役

割に応じた連携・協力関係を推進し、教育活動の一層の充実を図る。 

２ 創意工夫を凝らした教育行政の展開 

活力ある教育行政を推進するため、施策の立案と実施に当たっては、コロナ禍における「新しい生

活様式」を踏まえ、中長期的視点に立ちながら積極的に創意工夫に努める。 

３ 区民への積極的な情報の発信 

事業の実施に当たっては、保護者や地域をはじめ区民に対して、適時適切に情報発信を行い、説

明責任を果たしながら、理解・協力を得ていく。 

４ 効果的・効率的な施策の推進 

計画（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、改善（Action）のマネジメント・サイクルにより各施策を効果

的・効率的に推進する。 

 

第３ 教育を取り巻く社会情勢 

少子高齢化の進行、グローバル化の進展、Society５．０時代の到来など、社会の在り方がこれまでとは

劇的に変わる状況が生じつつある中、コロナの感染拡大は、世の中全体にデジタル化、オンライン化を

大きく促進した。 

コロナの感染拡大の影響により、全国的に学校の一斉臨時休業措置が取られ、長期にわたり子どもた

ちが学校に通えないという前例のない状況の中、学校の役割が再認識され、この間、学校現場の教職

員、教育関係者は子どもたちの学びの保障や心のケアなどに尽力してきた。 

このような中、国は、「GIGA スクール構想の加速による学びの保障」として、令和５年度までとされてい

た計画を前倒し、児童・生徒１人１台の情報端末整備の早期実現を進めるとともに、「新型コロナウイルス

感染症対策に伴う児童生徒の『学びの保障』総合対策パッケージ」を公表して基本的な考え方等を示し

た。また、令和３年度予算要求においては、小学校３５人学級の計画的な整備や、ＧＩＧＡスクールにお

ける学びの充実など、新しい時代の学びの環境の整備及び学校における働き方改革の推進を掲げてい

る。 

一方、平成２９年３月に改訂された新学習指導要領は令和３年度からの中学校の実施をもって完全実

施となる。未だ、コロナの収束が見通せない状況においては、感染症対策と子どもたちの健やかな成長

を促す学びの保障を両立させ、学習指導要領が目指す学びを着実に実現していかなければならない。 

資 料 
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生涯学習においては、第１０期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理が公表されるな

ど、新しい時代の生涯学習・社会教育の在り方が検討されている。 

Society５．０時代に向け、時間的・空間的な制約を超えた新しい学びの利点を最大限生かし、取組を

更に充実・発展していくことや、人生１００年時代において、誰もが必要な時に必要な学びを通じ成長し、

心身の健康を保持しながら活動できることが求められている。 

 

第４ 重点課題と施策の方向性 

教育を取り巻く社会変化や現状・課題を踏まえ、令和３年度に積極的に取り組むべき事項として４つ

の重点課題を設定し、課題の解決に向けた施策の方向を示し、取組を進めていく。 

 

【重点課題１】 子どもの「生きる力」をはぐくむ学校教育の推進 

○ 変化の激しい社会の中で、未来を担う子どもたちが自立して生き抜いていくために、「確かな学力」

「豊かな心」「健やかな体」など「生きる力」を身に付けさせるとともに、自ら課題を見つけ、自ら学び、自

ら問題を解決する資質や能力をはぐくむ必要がある。 

○ 学習指導要領が示す学びの着実な実現に向けて、子どもたちの知識の理解の質の向上を図り、

「主体的・対話的で深い学び」を実現するための指導を行っていく必要がある。 

○ 「公正に個別最適化された学び」を実現する多様な学習機会と場の提供、ＩＣＴ環境を活用した学習

等により、基礎的読解力、数学的思考力など基盤的な学力や情報活用能力を児童・生徒が確実に習

得できるようにする必要がある。 

○ 昨今の深刻な児童虐待をはじめ、いじめ・体罰、不登校など子どもの人権問題は社会全体で取り組

むべき重要な課題であり、学校や保護者、地域、関係機関等との連携・協力の下に、学校現場におい

ても適切に対応していかなければならない。 

○ 体力の低下や食物アレルギー疾患の増加など、児童・生徒が抱える健康課題も多様化している。基

礎的な体力や生活・運動習慣を子どもたちに身に付けさせるなど、健康の保持・増進について取り組

む必要がある。 

○ コロナの影響により１年延期となった東京２０２０大会について、これまで各学校（園）で展開してきた

「オリンピック・パラリンピック教育」を引き続き推進するとともに、東京２０２０大会の経験を通じ、その後

の人生の糧となるような掛け替えのないレガシーを子どもたち一人ひとりに残すことが重要である。 

 

１ 資質・能力をはぐくむ指導の充実 

ＧＩＧＡスクールにおける児童・生徒１人１台の情報端末を組織的・計画的に授業等で活用すると

ともに、学習指導要領で示された「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け、児童・生徒一人ひと

りの実態を把握し、指導内容や指導方法の工夫・改善に取り組む。 

また、学校以外の施設等を利用した英語によるコミュニケーションの機会を図るとともに、小学校か

らの系統的な外国語教育の伸長状況を測定する検定試験を実施する。 

２ 人権教育の充実 

コロナに関連した人権侵害を含む、差別や偏見、いじめをなくすために、教職員の人権意識の更

なる向上を図るとともに、「特別の教科 道徳」はもとより、教育活動全体を通して、幼児・児童・生徒

の発達段階に即した人権教育に取り組む。 
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また、性的指向及び性自認による困難を抱えている幼児・児童・生徒が各学校（園）に一定程度

在籍していることを前提として、「『性的指向及び性自認に基づく困難等の解消に向けた対応指針』

に基づく目黒区立学校・園における対応マニュアル」を踏まえた対応の充実を図る。 

３ 児童虐待の早期発見・早期対応の推進 

児童虐待防止法に基づき、対策を確実に実施するため、教職員研修を充実するとともに、関係

機関との連携を密にして、「児童虐待防止マニュアル」を踏まえた児童虐待の早期発見・早期対応

を推進する。 

４ いじめの防止等の取組の推進 

いじめはどこでも、誰にでも起こりうる問題であり、同時に重大な人権侵害であるという認識のも

と、「目黒区いじめ防止対策推進条例」「目黒区いじめ防止基本方針」に基づき、いじめを許さない

強い姿勢で、いじめの防止等の対策を総合的・効果的に推進する。 

また、コロナに起因するいじめを防止するため、児童・生徒が感染症に関する正しい知識を基に、

適切な行動がとれるよう、発達段階に応じた指導の充実を図る。 

５ 不登校等への対応の取組の推進 

学業の不振による不登校の未然防止のための学習支援を行うとともに、児童・生徒の悩みや不安

に寄り添えるよう、学校における教育相談機能を充実する。 

６ 体験学習の実施 

自然や地域の特性を生かした活動内容を充実させ、自然や生命を尊重する心や他人への思い

やりのある心をはぐくむとともに、自立の精神、社会性・協調性や規範意識を醸成する教育活動を推

進する。 

７ 体力向上に向けた取組の推進、健康教育の推進 

児童・生徒が生涯にわたって心身ともに健康・安全で活力ある生活を営むことができるよう、児童・

生徒の体力向上や生活・運動習慣の改善に向けた取組を進める。 

８ 食育の推進 

食に関する知識と望ましい食習慣を身に付けるよう、「学校（園）における食育指針」に基づく指導

を行うとともに、成長期にある児童・生徒の心身の健全な発達のため、栄養バランスのとれた豊かな

学校給食を提供する。また、食物アレルギー対策を徹底する。 

９ オリンピック・パラリンピック教育の推進 

スポーツによる心身の調和的発達、オリンピック・パラリンピックの役割の理解、障害者理解の促

進、ボランティア活動や伝統・文化に関する教育、国際理解教育などを進め、オリンピック・パラリン

ピック教育を推進する。 

 

【重点課題２】 学校の教育活動を支える環境整備の推進 

○ GIGA スクールの着実な推進に向けて、児童・生徒の情報活用能力の育成、各教科等の指導にお

けるＩＣＴ活用の促進、校務のＩＣＴ化による教職員の業務負担軽減と教育の質の向上を図るため、学

校のＩＣＴ環境を整備する必要がある。 

○ 学校現場の複雑化、多様化する諸課題への対応や、新しい時代に求められる児童・生徒の資質・

能力を育成するため、新たな学びを展開できる実践的な指導力を発揮する教員の育成が必要であ

る。 
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○ 共生社会の実現に向けて、全ての子どもが障害の有無に関わらず、可能な限り共に学ぶことに配

慮しつつ、自立と社会参加に向けて一人ひとりの教育的ニーズに応じた連続性のある学びを充実し

ていくインクルーシブ教育システムの構築が求められている。 

○ 幼児教育から小学校教育への円滑な接続のために子どもの発達や学びの連続性を踏まえた教育

活動の一層の充実や、義務教育９年間を通じて子どもたちに必要な資質・能力の育成を目指すため

に小・中学校間の連携の取組の充実が求められている。 

○ 魅力と活力ある部活動の実現に向けて、教員の負担軽減を図りながら、生徒や保護者の希望にそ

った持続可能な運営体制の構築が求められている。 

○ 児童・生徒数の増加に対応した普通教室の整備・確保や学校施設を活用した放課後の居場所づく

り、学校施設の老朽化への対応など、将来需要を見据えた良好な教育環境の整備が急務である。 

○ 区立中学校の適正規模・適正配置に向けて、南部・西部地区の第七・第八・第九・第十一中学校

の統合に取り組む必要がある。 

○ 教員が授業や授業準備等に集中し、教育の質を高められる環境を整備するため、学校・教職員が

担う業務の役割分担・業務の適正化を進める必要がある。 

 

１ 教員の資質・能力の向上 

 日常的に学び合う校内研修や、自ら課題をもって自律的、主体的に行う研修を通じて、教員一人

ひとりが教育課題に対する理解と認識を深め、授業力や指導力、対応力などの資質・能力を高め

る。また、特別支援教育の視点をもった指導・支援ができる教員を育成する。 

2 特別支援教育の推進 

心のバリアフリーの推進、一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援の充実、保護者や関係

機関等との連携による支援体制の充実等、「特別支援教育推進計画（第四次）」に掲げる施策を総

合的に推進し、特別支援教育のさらなる充実を図る。 

3 就学前施設・小学校・中学校間の連携・交流の強化 

子どもの学びの連続性を意識し、就学前施設と小学校が連携した活動を進めるなど幼児教育と

小学校教育の円滑な接続を図るとともに、中１ギャップ等の課題解消や一人ひとりの能力を引き出し

高めるため、一貫性のある指導方法や指導内容による義務教育９年間を見通した系統的・継続的

な教育活動を推進する。 

4 部活動の充実 

部活動をさらに活力あるものにするため、学校における働き方改革の視点を踏まえ、部活動指導

員・外部指導員の確保と活用を図る。また、「目黒区立学校に係る部活動の方針」に基づき、適切な

活動時間や休養日を設定するとともに、生徒自らの適性や興味・関心をより深く追求する指導を充

実する。 

５ 学校の ICT環境整備 

ＩＣＴ機器やネットワーク等の環境改善、デジタル教科書等デジタルコンテンツの拡

充、ＩＣＴを活用した教員の指導力の向上等、ハード・ソフト・人材育成を計画的に推進

するため、「目黒区教育の情報化推進計画（仮称）」を策定する。 

６ 校舎の改築等の推進、学習・生活環境の改善 

「目黒区学校施設更新計画」に基づいた計画的な更新に向けて、学校施設の設計標準の策定

など、具体的な取組を進める。 
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また、児童・生徒の学習環境、生活環境の維持・向上のための改修を計画的に実施する

とともに、老朽化により冷房能力が低下している空調設備を更新する。 

７ 区立中学校の適正規模の確保と適正配置の推進 

南部・西部地区の区立中学校の統合に向けて、統合の対象となっている４校（第七・第八・第

九・第十一中学校）を２校程度とするため、具体的な統合実施策をとりまとめ、統合方針を改定す

る。 

８ 学校における働き方改革の推進 

教職員一人ひとりが勤務時間を意識した働き方を進めるとともに、業務の適正化、副校長・教員

の負担軽減を図るため、「目黒区立学校（園）における働き方改革実行プログラム」の取組を総合的

に推進していく。 

 

【重点課題３】 子どもの安全・安心の確保 

○ 児童・生徒が安全・安心に学校生活を送れるよう感染症対策を徹底しなければならない。 

○ 児童・生徒が登下校中の事故や事件などに巻き込まれないよう、児童・生徒の安全確保のために、

信頼関係に基づいた、学校と家庭・地域のより一層の協力が必要不可欠である。 

○ 台風やゲリラ豪雨、首都直下地震などの自然災害に備え、子どもが自ら主体的に行動できるよう、

防災教育の充実に引き続き取り組む必要がある。 

○ 地域人材や学校施設を活用し、放課後や休日等における子どもの安全・安心な居場所の確保に

ついて、関係所管と連携しながら充実を図る必要がある。 

 

１ 感染症対策の実施 

コロナの感染及びその拡大リスクを可能な限り低減しながら、子どもたちの健やかな学びを保障

できるよう学校（園）における感染症対策を徹底する。 

２ 家庭・地域の協力による安全対策の推進 

子どもたちを犯罪や事故から守り、学校や通学路における安全確保を図るため、保護者・地域の

協力を得ながら、地域ぐるみの安全対策を推進する。 

３ 生活安全教育の推進と安全体制の確保 

NPO 法人と連携し、小学校新１年生を対象とした犯罪被害から自らの身を守るための生活安全

教育に取り組む。 

東京都の補助事業を活用して小学校の登下校区域に防犯カメラを整備するとともに、スクールゾ

ーン規制時間前の交通安全体制の強化を図る。 

４ 防災教育の推進 

児童・生徒の防災・減災への関心・意識を高め、自分で考え行動できる力を身に付け、災害時等

の状況に応じた的確な判断や行動ができる能力・態度の育成に引き続き取り組む。 

５ 学校施設の活用による放課後事業の充実 

児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、学校や地域と

協力し、地域の人材や学校施設の活用による放課後事業の充実を図る。また、区長部局と連携・協

力し、放課後子ども総合プランによる「ランランひろば」の拡充等を順次進める。 
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【重点課題４】 生涯学習の推進 

○ 生涯学習への高度化・多様化する区民の意識や意欲に応えるために、生涯学習情報の発信の工

夫、学習・交流機会の充実など、多角的な支援が必要である。また、地域コミュニティの活性化につ

ながるよう、生涯学習活動で得た知識や経験を地域で生かせる場や機会を提供していくことが求めら

れている。 

○ 少子高齢化や核家族化の進行、情報化の進展等に伴い、異年齢との交流や自然体験活動などの

機会の減少のほか、情報通信機器の発達等に伴う生活環境への影響が懸念されている中で、学校・

家庭・地域と行政がより一層連携・協力しながら青少年の健全育成を進めていく必要がある。 

○ 保護者が、安心して子育てや教育を行い、子どもに対しての「学びの基礎」を築くことができるよう、

家庭教育の自主性を尊重しながら、子どもの生活習慣の習得や自立心をはぐくむ学習機会を提供

することが必要である。 

○ 地域の人々に継承されてきた文化財の適切な保護・保存を行い、それを活用し、区民に対し文化

財への理解を深めていく必要がある。 

○ 「目黒区立図書館基本方針」に基づき、目指す方向性に沿って、重点的な取り組みを進めていくと

ともに、コロナによる社会変化に対応した新たな図書館サービスの方向性を定め、展開していく必要

がある。 

 

１ 生き生きと学び合える生涯学習事業の推進 

区内及び近隣地域の教育機関の専門性を生かした生涯学習講座の実施など、区民の関心や意

欲に応える生涯学習事業に取り組むとともに、だれもが、いつでも、どこでも講座や団体等の情報を

得られるように、様々な媒体を使った情報提供をさらに充実していく。 

２ 青少年健全育成事業の実施 

青少年が地域社会を担う一員となるよう、自立性と社会性を身に付けるための体験機会や情報リ

テラシー教育等の学習機会の提供を進める。 

また、青少年の健全育成を担う団体の主体性を尊重しながら、場の提供や指導者の派遣等の支

援を行う。 

3 家庭教育を支援する事業の実施 

子どもの生活習慣の習得や自立心の育成など、すべての教育の出発点である家庭教育が保護

者の自覚と責任によって行われるよう、家庭教育講座などを引き続き行うとともに、さまざまな機会・

資源を活用し、より幅広く積極的な支援を進める。 

４ 文化財を活用した啓発・普及事業の実施 

区内の歴史的建築物や埋蔵文化財を調査・記録して、貴重な文化財を将来にわたって保存・継

承していく。 

また、文化財や歴史資料を活用した企画展の開催などを通じ、文化財への理解を深め、保護へ

の啓発を行う。 

５ 図書館サービスの充実 

重点テーマを定めた図書資料の計画的な収集、地域の課題や特定のテーマに関連した展示

による区民ニーズに沿った的確な資料提供を行うとともに、図書館利用に障害のある方々

一人ひとりの状況に応じた障害者サービスの提供、子どもたちの読書活動の推進と学習活

動の支援について取組を進める。 
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また、新しい生活様式に対応した非来館型サービスとして、電子書籍の貸出サービスを

導入する。 

 

第５ 実施策の策定 

重点課題に対応した事業を着実に推進するための実施策を別紙のとおり策定する。 
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令和３年度教育行政運営方針実施策 

 

重点課題１ 子どもの「生きる力」をはぐくむ学校教育の推進 

番号 項  目 所管課 

1－1 資質・能力をはぐくむ指導の充実 

1－1－1 

 

１ 

ＧＩＧＡスクールの推進 
 

学習活動の一層の充実を図るため、情報端末を活用して、いつで

も、どこでも、だれとでも、自分に合った方法で学習を進めることができ

るよう、１人１台の情報端末の組織的・計画的な活用の推進を図る。 

教育指導課 

1－1－2 

 

２ 

区独自の学力調査の実施・活用 

児童・生徒の学力向上のため、区独自の学力調査を実施し、学力

の定着状況を把握・分析する。また、各学校では学力調査結果をもと

に学習集団を意識した授業づくりに向け、区作成の授業改善の手引

書を用いて「授業改善プラン」を作成し、指導方法の工夫・改善を図

る。 

教育指導課 

 

1－1－3 

 

３ 

カリキュラム・マネジメントの推進 

学校の教育目標の実現に向けて、教育課程（カリキュラム）の編成・

実施・評価・改善のＰＤＣＡサイクルを確立し、計画的・組織的に推進

する。小学校については、午前５時間制の実施校を段階的に拡大して

いくなど、学校における学びや生活の質を高めるためのカリキュラム・

マネジメントの工夫・改善を図る。 

教育指導課 

1－1－4 

 

４ 

ゲストティーチャーの活用 

各学校（園）で学習のねらいに応じて専門的な知識技能をもつ地域

の方などの外部人材をゲストティーチャーとして活用し、魅力ある教育

活動の推進を図る。 

教育指導課 

1－1－5 

 

５ 

英語によるコミュニケーション機会の実施 

英語によるコミュニケーション能力、英語・異文化理解に対する興

味・関心の向上を図るよう、中学生及び小学校第６学年児童を対象に

体験型英語学習施設「TOKYO GLOBAL GATEWAY」を活用した日

帰り体験型英語学習事業を実施する。 

大鳥中学校は、イングリッシュキャンプを継続実施する。 

教育指導課 

1－1－6 

 

６ 

英語４技能検定の実施 

英語教育の推進状況を把握し、指導内容の工夫や生徒の学習の

振り返りに活用するため、中学校第２学年を対象にした英語４技能テス

ト（聞く・読む・話す・書く）を実施して、生徒の英語能力の伸長状況を

検証する。 

教育指導課 

1－２ 人権教育の充実 

1－2 

 

７ 

人権教育推進校事業の実施 

学校（園）において、人権尊重の理念を定着させ、あらゆる偏見や

差別の解消を目指すとともに人権教育の質的向上を図るため、目黒

区人権教育推進校による実践等を進める。 

教育指導課 

別  紙 
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1－３ 児童虐待の早期発見・早期対応の推進 

1－3 

 

８ 

児童虐待の早期発見・早期対応の徹底に向けた取組の強化 

「児童虐待防止マニュアル」に基づく対応を全教職員に徹底すると

ともに、学校と子ども家庭支援センター等との情報連携の強化を図る。

また、教職員の児童虐待防止への意識を高め、児童虐待防止に関す

る各学校の取組の徹底に向けた研修の充実を図る。 

教育指導課 

1－４ いじめの防止等の取組の推進 

1－4－1 

 

 

９ 

学校・関係機関の連携による組織的な対応 

「目黒区いじめ防止対策推進条例」「目黒区いじめ防止基本方針」

に基づき設置した組織を活用して関係機関と連携しながら、いじめの

防止等の対策を効果的に推進する。 

各学校では「学校いじめ防止基本方針」に沿って、計画的、組織的

にいじめの状況把握及びいじめに関する研修を行い、保護者と連携

を図りながら、いじめの早期発見・早期解決に努めるとともに、関係機

関の職員や専門家により組織する学校サポートチームを活用するなど

して、いじめの防止等の取組体制の一層の強化を図る。 

教育指導課 

1－4－2 

 

１０ 

「よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケート」の実施 

いじめや不登校の未然防止、解消のため、「よりよい学校生活と友

達づくりのためのアンケート」を全小・中学校で実施し、一人ひとりの様

子や学級の状態を把握する。アンケート結果をもとに、各学校で指導

方針を立て、豊かな人間関係のある学級づくりを進める。 

教育指導課 

1－５ 不登校等への対応の取組の推進 

1－5－1 

 

１１ 

ｅラーニングを活用した学習支援事業の充実 

学習のつまづきによる不登校の未然防止、長期欠席状態にある児

童・生徒への学習支援のために導入してきたｅラーニングを、児童・生

徒１人１台に整備された情報端末においても使用可能とすることで子

どもたちの学びを最大限保障する。 

教育指導課 

教育支援課 

1－5－2 

 

１２ 

教育相談体制の充実 

不登校の未然防止、幼児・児童・生徒の健全育成推進のため、スク

ールカウンセラーを全校（園）へ派遣する。また、スクールソーシャルワ

ーカーは、より専門的な支援が必要なケースに対応するとともに、関係

機関との連携の一層の強化を図り、児童・生徒の不登校等の課題解

決に向けて学校や保護者等への支援にあたる。 

教育支援課 

1－６ 体験学習の実施 

1－6 

 

１３ 

自然宿泊体験教室事業の実施 

自然や生命を尊重する心や他人への思いやりのある心を育てるた

め、安全面を留意しつつ、自然や地域の特性を生かした活動内容の

一層の充実を図り、子どもたちの自立性、社会性の向上に努める。 

学校運営課 

 

１－７ 体力向上に向けた取組の推進、健康教育の推進 

1－7－1 

 

１４ 

めぐろ ここカラダ月間の実施 

「めぐろ ここカラダ月間」を設定し、「めぐろ ここカラダシート」等の

活用を通して、家庭と連携しながら幼稚園・こども園年長から中学校第

３学年までの系統的な健康の保持増進及び体力向上に努める。 

教育指導課 
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1－7－2 

 

１５ 

健康課題改善に向けた事業の実施 

学校健康トレーナー（６人）を全小学校へ定期的に派遣するととも

に、健康課題（肥満・体力不足等）をもつ児童を対象に「めぐろ元気あ

っぷ教室」を開催し、課題の改善に取り組む。 

また、学校健康トレーナーによる健康相談、食育推進指導員（管理

栄養士）による栄養相談、小児生活習慣病専門医による講演・相談事

業等を行う。 

学校運営課 

１－８ 食育の推進 

1－8－1 

 

１６ 

食育の取組の充実 

「学校（園）における食育指針」に基づき、学校、こども園、幼稚園で

の食育の推進を図るとともに、家庭や地域が食に関する認識を深め、学

校と連携した食育の推進に資するよう努める。 

学校運営課 

1－8－2 

 

１７ 

特別給食の実施 

オリンピック･パラリンピック教育の観点を踏まえ、世界の料理や日本

の郷土料理など食文化の伝承を図るため、小・中学校で実施している

特別給食に係る食材費の公費負担（年８回分）を行う。 

学校運営課 

1－8－3 

 

１８ 

食物アレルギー対策の徹底 

食物アレルギーをもつ児童・生徒への安全な学校給食の提供に取

り組むとともに、アレルギー症状を発症した場合には適切かつ迅速に

対応できるように、対応マニュアルの周知徹底や緊急時に備えた訓練

をはじめ実践的な研修の実施を徹底する。 

学校運営課 

 

 

 

1－９ オリンピック・パラリンピック教育の推進 

1－9 

 

１９ 

オリンピック・パラリンピック教育の推進 

幼児・児童・生徒がスポーツにより心身の調和的発達を遂げ、オリン

ピック・パラリンピックの歴史・意義や国際親善、障害者理解の促進、ボ

ランティア活動など、その果たす役割を正しく理解し、我が国と世界の

国々の歴史・文化・習慣などを学び、間接的・直接的に交流することを

通して国際理解を深めるよう、年間３５時間程度を目安に全校（園）で

オリンピック・パラリンピック教育を推進する。 

全年長児・児童・生徒一人ひとりの心にかけがえのない記憶となる

貴重な機会をするため、オリンピック・パラリンピック競技を観戦する。 

教育指導課 
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重点課題２ 学校の教育活動を支える環境整備の推進 

番号 項  目 所管課 

2－１ 教員の資質・能力の向上 

2－1－1 

 

２０ 

学校を拠点とした教員人材育成の実施 

学校教育における質の高い学びを実現し、子どもたちにこれからの

時代に必要となる資質・能力をはぐくむため、「主体的・対話的で深い

学び」の視点に基づく授業改善やＩＣＴ機器の活用に関する研修など

今日的な教育課題を取り入れた研修を実施する。教員の多忙化に配

慮しながら研修の在り方の改善を通して、教員の資質・能力の向上を

図る。 

教育指導課 

 

2－1－2 

 

２１ 

特別支援教育の視点をもつ教員の育成 

全ての教員が特別支援教育の視点をもち、児童・生徒一人ひとりの

課題に応じた指導が行えるように、大学等の学識経験者による授業観

察・指導助言の活用や、特別支援学級の担任や特別支援教室の巡

回指導教員、通常の学級の教員を対象とする特別支援教育研修や講

演を実施する。 

教育支援課 

 

2－2 特別支援教育の推進 

2－2－1 

 

２２ 

心のバリアフリーの推進 

 教職員、児童・生徒、保護者・区民への特別支援教育に関する理

解啓発を継続的に実施するとともに、交流及び共同学習の充実、特

別支援学校在籍の児童・生徒の副籍交流の充実を図る。 

教育支援課 

2－2－2 

 

２３ 

特別支援教育支援員の配置による支援の充実 

通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童・生徒への生

活面や学習面への支援を行うため、特別支援教育支援員の配置時間

を拡充する。 

教育支援課 

 

2－2－3 

 

２４ 

医療的ケア指導医及び看護師の配置 

小・中学校での医療的ケア実施についての助言等を得るため医療

的ケア指導医１名を配置して学校等に派遣する。また、医療的ケアを

安全かつ適切に実施するとともに、必要とする児童・生徒の増加に対

応するため、学校へ看護師を配置する。 

教育支援課 

 

2－2－4 

２５ 

小学校就学前ガイダンスの実施 

医療・教育・心理の専門家が幼稚園、こども園、保育園等を訪問し、

教職員や保護者からの相談を受け助言する小学校就学前ガイダンス

を実施し、早期からの支援や就学先を考える機会とする。 

教育支援課 

2－３ 就学前施設・小学校・中学校間の連携・交流の強化 

2－3－1 

 

２６ 

幼稚園、こども園、保育園等と小学校との円滑な接続 

５歳児が円滑に小学校生活や学習へ適応できるよう工夫された「ア

プローチカリキュラム」、新１年生が小学校生活に慣れることができるよ

う弾力的に編成された「スタートカリキュラム」を実施し、幼児教育から

小学校教育への円滑な接続を図る。 

また、公私立の小学校就学前施設と小学校の合同研修会や幼児と

児童の交流など連携した活動を進める。 

教育指導課 

2－3－2 

２７ 

小学校・中学校間の連携・交流の強化 

児童・生徒の生きる力をはぐくむため、「小・中連携子ども育成プラ

ン」に基づき、小・中学校が連携した教育活動を進める。 

教育指導課 
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2－４ 部活動の充実 

2－4 

 

２８ 

部活動支援の充実 

活力ある部活動の実現に向け、校長による管理・監督の下で教育

課程と関連させながら、生徒が自らの適性や興味・関心を伸ばすため

の指導を充実するため、部活動指導員・外部指導員等を確保するとと

もに、大学等教育関係機関の専門家等によるコーチングやスポーツメ

ンタル等の研修等を年２回実施し、資質や指導技術の向上を図る。 

学校運営課 

２－５ 学校の ICT 環境整備 

2－5－1 

２９ 

学校のＩＣＴ環境整備 

教育用ＩＣＴ機器の更新時に、小・中学校の全普通教室に電子黒板

機能付きプロジェクターを設置（小学校４校、中学校２校）する。 

学校ＩＣＴ課 

 

2－5－2 

 

３０ 

目黒区教育の情報化推進計画（仮称）の策定等 

今後のＩＣＴ活用・整備方針である教育の情報化の推進にかかる計

画を策定する。 

また、令和元年度に策定した教育情報セキュリティポリシーに基づく

取組を実践し、情報セキュリティの向上を図る。 

学校ＩＣＴ課 

２－6 校舎の改築等の推進、学習・生活環境の改善 

2－6－1 

３１ 

学校施設の計画的な更新に向けた取組 

「目黒区学校施設更新計画」に基づいた具体的な取組を進めるた

め、学校施設の設計標準を作成する。 

学校施設計画課 

 

2－6－2 

 

３２ 

学校校舎等整備 

安全で快適な施設の中で、児童・生徒が安心して学校生活を送れ

るよう、トイレの環境改善（小学校４校）や校庭の整備（小学校３校）等

の施設整備を行う。 

学校施設計画課 

2－6－3 

３３ 

学校施設の空調設備更新 

老朽化した氷蓄熱式冷暖房装置をガスヒートポンプエアコンへ更新

する。 

学校施設計画課 

 

２－７ 区立中学校の適正規模の確保と適正配置の推進 

2－7 

 

３４ 

南部・西部地区の区立中学校の統合に向けた取組 

南部・西部地区の中学校の適正規模・適正配置を実現するため、

統合新校開校までの具体的な進め方をとりまとめ、４校（第七・第八・

第九・第十一中）を２校程度とするとしている現行の統合方針を改定す

る。 

学校統合推進課 

2－８ 学校における働き方改革の推進 

2－8－1 

 

３５ 

学校徴収金管理システムの導入 

学校徴収金業務の効率化と会計事故防止を図るため、学校徴収金

に係る業務を一体的に管理できるシステムを導入する。 

中学校の運用開始に伴う支援、並びに、小学校の令和４年度運用

開始に向けた準備を進める。 

教育政策課 

2－8－2 

 

３６ 

学校を支える人員体制の確保 

教員や副校長の業務負担軽減のため、実態に応じた専門スタッフ

の配置や国庫補助を活用したスクール・サポート・スタッフの全校配置

に加え、東京都の補助事業を活用した副校長補佐の配置を継続す

る。 

教育指導課 
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重点課題３ 子どもの安全・安心の確保 

番号 項  目 所管課 

３－１ 感染症対策の実施 

3－1 

 

３７ 

区独自のマニュアルに基づく感染症予防策の徹底 

学校教育（幼稚園教育）ならではの学びを大事にした教育活動によ

り幼児・児童・生徒の健やかな学びを最大限保障するため、「目黒区

立学校教育活動再開マニュアル」及び「目黒区立学校衛生管理マニ

ュアル」に基づいた感染症予防策の徹底を図る。 

教育指導課 

３－２ 家庭・地域の協力による安全対策 

3－2－1 

 

３８ 

地域の協力による安全ネットワークの充実 

子どもたちが犯罪や事故などによる身の危険を感じたときに緊急避

難できる場として推進している「こども１１０番の家」については、引き続

き学校、ＰＴＡ等との連携・協力を進めるとともに、協力家庭の増加を

図る。 

生涯学習課 

3－2－2 

 

３９ 

めぐろ子ども見守りメール（学校緊急情報連絡システム）の運用  

子どもの安全に関する緊急情報を送信する「めぐろ子ども見守りメ

ール（学校緊急情報連絡システム）」について、学校からの連絡などの

利用も含め、保護者にとって有用な活用を図り、児童・生徒の安全・安

心を確保する。 

教育政策課 

３－３ 生活安全教育の推進と安全体制の確保 

3－3－1 

 

４０ 

生活安全教育の推進 

児童・生徒の安全への意識の向上に向け、保護者・地域の協力に

よる地域安全マップの作成（小学校）を行うとともに、交通安全教室や

教職員及び中学生を対象とした普通救命講習会を実施するほか、ＮＰ

Ｏ法人と連携して小１防犯教育プログラムを実施し、生活安全対策の

充実を図る。 

教育政策課 

教育指導課 

3－3－2 

 

４１ 

登下校区域防犯カメラ整備 

学校・地域等が行う児童の見守り活動を補完し、通学路における児

童の安全確保に資するため、整備済みの通学路の防犯カメラに加え、

東京都の補助事業を活用して令和２年度から２年間で小学校の登下

校区域に１校当たり１台、合計２２台の防犯カメラを増設する。（令和２

年度に１５台整備済、令和３年度は７台整備） 

教育政策課 

3－3－3 

 

４２ 

スクールゾーン規制時間前の交通安全体制の強化 

午前５時間制の実施により、現在のスクールゾーン交通規制時間帯

が児童の登校実態と合わなくなっている学校に対し、交通規制時間帯

が変更されるまでの間、委託により規制時間前の見守り体制の強化を

図る。 

教育政策課 

３－４ 防災教育の推進 

3－4 

 

４３ 

防災教育の推進 

自ら主体的に行動ができる能力をはぐくむため、学校防災マニュア

ルに基づく実践的な避難訓練を実施する。また、「防災ノート～災害と

安全～」や「東京マイタイムライン」を活用したり、地域の防災訓練と連

携したりするなど防災教育を引き続き実施する。 

教育指導課 
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３－5 学校施設の活用による放課後事業の充実 

3－5 

 

４４ 

放課後事業の充実 

放課後や休日等における子どもの安全・安心な居場所の確保のた

め、小学校で実施している「ランドセルひろば」のより効果的、効率的

な実施に努めるとともに、「子ども教室」の実施小学校区の拡大及び教

室内容の充実を図る。また、放課後子ども総合プランによる「ランラン

ひろば」について、放課後子ども対策課と協力・連携していく。 

生涯学習課 

 

 

重点課題４ 生涯学習の推進 

番号 項  目 所管課 

４－１ 生き生きと学び合える生涯学習事業の推進 

4－1 

 

４５ 

大学等教育機関の専門性を生かした事業の実施 

現在実施している区内及び近隣教育機関との連携・協力を進め、ニ

ーズに沿った企画を実施するとともに、新たな教育機関との連携を検

討し、区民の生涯学習の機会拡大を図る。 

生涯学習課 

４－２ 青少年健全育成事業の実施 

4－2 

 

４６ 

青少年の健全育成を支援する事業の実施 

青少年を対象として、自然体験や生活・文化体験の機会を提供す

る。また、少年団体の育成と地域の青少年リーダーの育成を図るため

の支援事業を実施する。 

生涯学習課 

４－３ 家庭教育を支援する事業の実施 

4－3 

 

４７ 

家庭の教育力向上に向けた学習機会等の提供 

家庭教育の自主性を尊重しつつ、家庭教育学級や家庭教育講座

などによる学習機会の提供を行い、子どもの生活習慣の習得や

自立心の育成に向けて、より効果的な支援に向けた検討を進める。 

生涯学習課 

４－４ 文化財を活用した啓発・普及事業の実施 

4－4－1 

４８ 

歴史的建造物、遺跡調査の実施 

文化財として価値のある歴史的建築物の調査、埋蔵文化財保護の

ための試掘調査を実施し、めぐろの歴史と文化を記録保存する。 

生涯学習課 

4－4－2 

 

４９ 

めぐろ歴史資料館企画展等の実施 

 今から８００年前の承久の乱に参戦し目黒区の名称の由来となった

中世武士目黒氏について、友好都市角田市におけるゆかりの深い文

化財等を紹介する企画展をはじめ、講座等を実施し目黒の歴史の理

解を促す。 

生涯学習課 

４－５ 図書館サービスの充実 

4－5－1 

 

５０ 

図書館資料の充実と的確な資料提供 

知・文化の拠点として、資料収集の重点テーマを定め、指定寄付金

（ふるさと納税）を活用しながら図書館資料の充実を図る。また、これ

らの資料（蔵書）を活用し、地域の課題や特定のテーマに

関連した展示により区民ニーズに沿った的確な資料提供を行う。 

八雲中央図書館 
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4－5－2 

 

５１ 

障害者サービスの充実 

 障害などにより図書館利用に支障のある方向けの資料（録音・点字

図書、マルチメディア資料など）の提供、対面朗読、来館困難者に対

する資料配送などのサービスを行う。また、録音図書作成などのボラン

ティアである障害者サービス協力員の育成などによりサービスの充実

を図る。 

八雲中央図書館 

4－5－3 

５２ 

電子書籍貸出サービスの導入 

新しい生活様式に対応した非来館型サービスとして電子書籍貸出

サービスを導入する。 

八雲中央図書館 

4－5－4 

 

５３ 

子ども読書活動の推進及び学習活動の支援 

学校への図書資料の団体貸出、夏季休業期間の調べ学習支援、ワ

ークショップやフォローアップ研修による読み聞かせボランティアの育

成等を行い、子どもの読書活動の推進及び学習活動の支援について

の取組を進める。 

また、国の「第四次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計

画」、東京都の動向及びコロナによる社会変化等を踏まえて、「目黒区

子ども読書活動推進のための方針」の改定の準備を行う。 

八雲中央図書館 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度目黒区教育委員会の権限に 

属する事務の管理及び執行の状況の点検 

及び評価（令和３年度分）報告書 

 

令和４年８月 目黒区教育委員会 


